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在宅介護支援センターの

相談援助活動における記録の意義

Meaning of Records in Home Care Center's Practice

1.ソーシャルワーク実践機関としての在宅介護

支援センターの相談記銀検討の意味

近年､ソーシャルワーク援助プロセスは､かつ

ての医学モデルに依拠して きたプロセスとは変化

してきたoすなわち､システム的発想やエコロジ

カル的視座のもとに､インテークーアセスメント

ープランニングーインターベンションーモニタリ

ングー評価-ター ミネーションなどという生活モ

デルの援助プロセスが登場してきたのである｡＼ま

た､このような変化は新たなアプローチをも登場

させ､その一方では社会資源や関連援助機関をそ

れまでとは違った視点から取 り込んでくるに至っ

た｡

そもそも､これらの変化を導いた要因の一つとし

ては､援助者たちが援助される1人の人間の生活

に焦点をあてる万が効果的であることに着目した

ことがあげられる｡そのため､生活のあらゆる場

面､また､フォーマル､インフォーマルを含めた

援助者をとりまく施設 ･機関や人たちの存在は欠

かすことができなくなってきた｡しかも､これら

の施設 ･機関や人たちは､援助者に対し組織的､

かつ力動的に援助体制を組むことが求められるよ

うになったのである｡このような動きの中で当然

必要 となってくる′のが､援助者に対する正確な情

報の共有であるOソーシャルワークにおける情報

はまた､これまで記録を中心に理解されてきた｡

そして､これまで､ケースワーク ･グループワー

ク･コミュニティワークの中で書かれてきた記録

は､1人のソーシャルワーカーが1機関で行なっ

てきた援肋の記述にすぎなかった｡しかし､前述

したような状況の中では､それぞれの施設 ･機関

の効果的相互作用を生み出すためにも共通な情報
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が必要となってきたため､単に施設 ･機関で援助

した内容を施設 ･機関に所属するワーカーが記録

し保存するという形式や方法だけでは十分といえ

なくなってきたのである｡そこで､本論文では新

しいソーシャルワーク援助を模索するうえで欠か

すことができない記録について考えてみたい｡

ところで､これまで､ソーシャルワークの記録

に関しては､英米の先行研究がいくつかあるものの

決して十分整理されてきたとはいえない｡そして､

わが国においても､記録は英米文献の翻訳を通して

の紹介や 1施設の実践記録の分析を通しての理解

が主なものであったといえる｡このことは､常に

｢記金剥まとらなければならない｣と唱えられ続けな

がらも､記録のもたらす効果やソーシャルワーク

実践での記録に関する共通の内容や方法の重要性

と検討がほとんどなされていない状況を指摘する

のである｡

しかし､今､こうしている間も記録は実際の援

助活動の中で書かれ続けているのである｡特に､

援助者の専門性が強調されている今 日､実践場面

では､どのソーシャルワーカーでも1人のクライ

エントに対して同じだけのより良い援助や対応が

求められている｡それゆえ､記録は彼らの専門性

を確立していく一つの根拠となるだろう｡このよ

うに専門職や専門性とのかかわりにおいて記録の

技術を整理 していくことも急を要する記録検討の

課題であると思われる｡

そこで､これら二つの検討課題を考えていくため

に､在宅介護支援センターの記録様式を取り上げる

ことにした｡在宅介護支援センター (以下､支援セ

ンター)は､平成元年12月に策定された高齢者保健

福祉推進十か年戦略 (ゴール ドプラン)によるディ

サービス､ショー トステイサービスなど各種サー
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ビスの充実とこれからのサービスを円滑に結びつ

けていく機能を担うために設けられた機関である｡

すなわち､支援センターはあらゆる施設 ･機関や

他の専門職 と連携をとり､多様な社会資源を活用

し援助を進めていかなければならない機関である｡

それゆえ､他の施設 ･機関 とスムーズに援助が

なされるためにも支援センターで書かれる記録が

有効でなければならない｡すなわち､この考えの

基礎には､支援センターを情報共有が可能なソー

シャルワーク実践機関としてとらえることができ

ると考えており､ゆえに新しい記録に関する研究

が可能になると思われる｡さらに､支援センター

の職員は原則として､①ソーシャルワーカーまた

は保健婦､②看護婦または介護福祉士 というよう

に､福祉関係職種と保健医療関係職種の組み合わ

せからなる.このことも支援センター内での他職

種間を絶えた記録の内容や方法の検討 と情報共有

のシステムを考えていくうえで重要になる｡また､

電話 ･訪問 ･来所を通じて､どのような相談にも

対応するという支援センターの特徴は､これまで

の機関 ･施設では見られない独自な点である｡こ

の点では相談方法が違うことによって､情報量も

変化することが考えられる｡そのため､支援セン

ターの記録は型どおりに展開せず､より複雑なも

のになることが予想され､その面からも非常に重

要な意味を持つと考えられるo

これまで指摘したように､支援センターは新し

い機関である｡しかし､すでにそこでは多くの調

査研究が行なわれてきている｡われわれもこれま

で松本市在宅介護支援センターの相談記録をもと

に数量調査及び事例調査1)を行なってきた｡これ

は､相談記録が支援センターの活動状況を客観的

に理解するのに必要な素材であり､それらの分析

を通して支援センターの課題を明確にすることが

できるとともに､今後の活動の方向性を示唆でき

ると考えているからである｡すなわち､相談者か

ら受けた相談内容をただ記録し保管するだけでは

なく､そこで書かれた記録そのものが援助者への

アセスメントや客観的判断をもたらす直接援助方

法として重要な意味をもつからである｡

そこで､この論文では､まず､これまでのソーシ

ャルワーク実践の中で記名剥まどのようにとらえら

れてきたのかを踏まえながら､記録の新たな視点

を整理する｡次に､実際的な相談記録は記録様式

に基づき作成される点に着目して支援センターの

相談記録様式の検討を行なう｡具体的には1992年

7月に291の全国の支援センターに郵送調査を実

施 して､その当時活用していた記録様式を収集し

た｡その結果､183機関からの記録様式の回収を行

ない､共通点や相違点について整理 ･分析を試み

た｡また､今回は松本市と川崎市の各支援センタ

ーや他機関の記録様式からその特徴 と記録方法の

比較なども地域性 を踏まえなが ら整理を行なっ

た｡そして､これらの全体的考察を通して､支援セ

ンターの記録様式-の新たな提案と今 日的な記録

のシステムづ くりについての課題を模索する｡

2.ソーシャルワーク実践機関での

相談記銀様式の経緯 と今 日的視点

ソーシャルワークの ｢良い記録は､クライエン

トに対するサービスの質を保障し､かつ促進する｡

これら､ソーシャルワークの記録を通して､ソー

シャルワーカーはクライエント状況を同一視し､

記述しアセスメントするOすなわち､記録はサー

ビスの目的を決定するのに参考となり､また､記

録は到達目標や計画､あるいは活動上に必要な書

類を作成したり､最後にサービスの重要性を評価

したりする2)｣のに役立つのである｡このことは､

ソーシャルワーク実践で記録することの意味を明

らかにするとともに､記録が新たなクライエント

援助方法を考えていく手がか りであることを示唆

している｡

では､ソーシャルワークの記録とは一体どのよ

うな経緯で今 日まできたのであろうか｡歴史的3)

にみると､ソーシャルワークの記録の様式は､19

世紀に貧困救済機関で､貧困者への支給金額や持ち

物を1-2行程度に書き留めて登録するという簡

単な元帳の発想から始まった｡その後､19世紀後

半には叙述体の詳細な記録が登場した｡すなわち､

クライエントや彼の問題について事実どおりに書

くという日記タイプの記録であった｡これは各ケ

ースに対してソーシャルワーカーが努力している

という意志表示をするとともに､クライエントが

何故その間題にかかわったのか､あるいは何が影

響したのかを明らかにしようとするものであった｡
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次に登場してきたのが､過程記録である｡この

記録様式の出現は､ケースワークが精神分析の影

響を受けたことやタイプライターの発明と大きな

関係を持っていた｡特にこの過程記雀剥ま､1930年

代以降のアメリカでは評判が良 く､積極的に活用

されたのであるo具体的には面接場所でのソーシ

ャルワーカーとクライエントの相互作相を記述す

ることに終始する記録であったが､わが国でも長

い間､ソーシャルワークの記録というとこのよう

な様式を指していたと思われる｡そして､記録の

第四段階目はそれぞれのケースにあった方法で記

述する折衷的な記録が発達したことである｡たと

えば､簡単な登録は施設 ･機関のケース負担量を

示す基礎 として用いられたり､重要と思われるワ

ーカーとクライエントの相互作用部分は会話体で

示されたり､またある部分は要約されたりという

記録となった｡ここで､特に強調されたのは､ケ

ースを個別化することの重要性が強調され､個別的

な記録が求められたことであった｡そして､ここ

までの記録研究はどちらかというと記録様式では

なくどのように記録するかという記録の仕方に力

点が置かれていたようである｡

一方､このように記録が発達してきたのにもか

かわらず､20世紀初めにはソーシャルワーク記録

の価値が認められなくなってきた｡記録をするこ

とがソーシャルワークで行なわれた当初は､記録

はどのような援助を行なったのかを手短に記述す

る 『証拠』としての役割が中心にあった｡しかし､

その後､記録はクライエントの目の前で書かれる

べきであり事実を記さなければならないという見

解が出てくるにしたがって､ソーシャルワーカー

にとって記録するという行為は非常に面倒な作業

となっていった｡こうした変化は記録を付随的で

余分なものとみなす傾向に発展していったと考え

られる｡ティムズは､こうした傾向が今世紀の初

期にみられ､現在ではみられなくなったと述べて

いるが､わが国におきかえると､多くの実践機関

や専門教育の中では今でも記録することの必要性

は理解しても､それについての検討がなされてい

ないのが現状だろう｡

そして､1970年代に入り､記録の形はますます

多様になってきたといえよう｡特徴的なところで

は､エコロジカル的な視点から援助する際に登場

してきたエコマップ (EcoMap)やケースマネー

ジメント (CaseManagement)･アプローチで用

いられる一連の記録の様式な夏が非常に新鮮であ

る｡まず､エコマップに関しては､1960年代に登

場した生活モデルと関係が深い｡生活モデルはこ

れまでの医学モデルのように､クライエント自身

だけに着目するのではなく､システム的発想やエコ

ロジカル的視座からクライエントと彼の環境との

間に起こる交互作用に焦点を合わせた援助である

だけに､エコマップはその全体像 と生活の中でか

かわる他者や機関の変化を正確かつ客観的に記そ

うとしている｡エコマップそのものは､キャロル･

メイヤーが考え､その後1975年､アメリカのミシ

ガン大学の学校ソーシャルワークのプロジュクト

で家族のニーズを検討するためのアセスメント方

法として､アン ･-- トマン4)によって開発され

てきた｡わが国でも岡本民夫たち5)は積極的にエ

コマップを取 り上げてきている｡エコマップは､

クライエントを取 り巻 く人や機関などの動きをシ

ュミレーションする図式をさし､｢男女｣･｢死亡｣･

｢関係の強弱｣などについて基本的な表記方法が示

され､紙と鉛筆と簡単な学習によって記述可能に

なる｡また､エコマップの特徴は､①クライエン

トと一緒に作成する過程であること､②社会資源

の状況理解､③支援ネットワークの理解､④書き

直していくことで以前のエコマップを通して援助

プロセスの変化の理解が可能となること､などが

あげられる｡

一万､ケースマネージメントにおける記録は､

多種類の記録様式を活用し対応することろにその

特徴があると思われる｡次節で紹介する在宅介護

支援センターの中には､このケースマネージメン

ト的アプローチを用いて実践を行なっている機関

がいくつかあるOケースマネージメントが従来の

ケ-スワークに取って代わる方法であるという考

え方もあるが､今後ソーシャルワークの中での位

置づけについては､十分に検討する必要がある｡

しかし､これまで紹介されている内容から理解す

ると､ケースマネージメントは在宅福祉の視点か

ら､クライエントに対して現在提供されているサ

ービスの修復や連絡調整と新たなサービス提供を

通して､彼の在宅生活を機能させたり､維持させ

ていくための方法として有効であるといえるCそ
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のために､記録は l~ヶ-スマネージメント活動に

必要な情報を記録し､後日の解析の基礎資料とす

るために文書管理のシステムが不可欠｣6)になる｡

たとえば､白澤政和によると､ケースマネージメ

ントの記録様式は ｢スクリーニング ･インテーク

用紙｣･｢アセスメント用紙｣･｢ケア計画用紙｣･

｢情報提供先及び入手先承諾書｣･｢援助着手承諾

書｣･｢サービス管理票｣･｢観察記録票｣7)があげら

れている｡このように多種類の様式の必要性は他

のケースマネージメントに関する文献の中でも多

かれ少なかれ指摘されていることである｡さらに､

ケースマネージメントには､①様式の種類は多い

が､チェック項目で記載出来る内容が多い､②福

祉だけでなく保健 ･医療の領域も記載可能､③様

式自体が現実のサービスの利用や調整に直接かか

わる､④情報を共有するというクライエントの理

解 と認識が前提となる､などの特徴もみられる｡

このように､記録様式の変遷をみるとソ-シャ

ルワークの援助方法 との関係で必要 とされる情報

や､面接だけか､また広 く訪問も含んで収集される

情報では､作成される記録様式には相違がみられ

る｡特に､今日的な記録様式は､広範かつ正確な

情報が収集できるように作成されてきている｡さ

らに､従来から記録の目的は､①クライエントの

直接援助に役立てる､②実践を高めるための教育

や訓練､③情報の共有化や保存などがあげられて

いるが､新たな視点からの記録は､特に直接援助

への機能の強化をより鮮明にしたといっても良い

だろう｡また､客観的理解が中心であるため､チ

ェック項目が多かったり､だれでもある程度の学

習によって記述できる点でも工夫がされている｡

しかしながら､これまで意外と記録に費やす時間

については問題にされてこなかった｡また､エコ

マッ7や ケースマネージメントの記録様式では､

かつて､シェフイール ドが ｢記録とはソーシャル

ヒス トリーのことである｣8)と述べているようなソ

ーシャルワーカーとクライエントの援助過程にお

ける相互作用の動きや変化していく様子という観

点から記録様式は検討されていない｡しかしなが

ら､今 日いくつかの新 しい視点が見られてきたこ

とは事実である｡そして､これらの点を踏まえ､

次の在宅介護支援センターの記録様式等の考察を

通して､実際の援助の中ではどのような特徴 と問

題があるのかを整理してみる｡

3.在宅介護支援センターの

記録の特徴 と問題

1)二つの調査の概要

ここで述べようとしている在宅介護支援センター

の記録の特徴と問題点は､先に述べたように2つの

調査から求めたものである｡一つは､1992年7月に

全国291の支援センターに行なった記録様式の郵送

調査である｡そして､当時活用している相談援助に

用いる記録様式を183機関から回収した結果を分析

した｡しかし､在宅介護支援センターの設置自体が

1991年に始まったばかりであったので､回収の時点

でまだ支援センターが運営されていないところも

あった｡そのため､記録様式が作成されていない機

関があったり(1機関)､また､現在使用している

様式は今後､変更子走であるという状況も理解さ

れた｡そのほかに､送付された記録様式の中には

支援センター名が不明な機関が3件あった｡回収

した記録様式については､具体的にどのような項

目を作成しているのか､その中で共通点や相違点が

みられるのかを理解するために資料 1のような各

都道府県別に1-3程度の支援センターをとりあ

げそのセンターの記録項目をあげてみた｡また､

支援センターによっては支援センターの案内パン

フレット､サービス利用者台帳､各種サービス申

請書や介護用品発注書など､援助ケースにかかわ

る一連の様式が送付されてきたのだが､ここでは

相談援助記録として活用していると思われる記録

様式一つに絞 り､その項目をすべてあげてみたの

が資料1である｡もちろん､都道府県によっては3

つ以上の支援センタ-から記録様式が送付されてき

ており､すべて目を通し､整理の指標にそって分析

をしていったが､資料の形式上､項目すべてをとり

あげた支援センター以外は名称のみとした｡

まず､183の相談記録様式全般に共通にみられ

る特徴 と資料 1か らの分析 を通 して､項目で理

解できる共通的特徴を明確にしていく｡但し､支

援センターの実践活動は行政や支援センター自

体の方針､地域の実践活動は行政や支援センタ

ー自体の方針､地域の規模や地域性などによって

変化すると考えられるので､ここでは数量的な調
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査結果を報告するのではなく､1枚 1枚の記録様

式を調べながら､共通の特徴 と各支援センター独

自にみられる特徴を整理する方法をとった｡

二つ目の調査は在宅介護支援センターと関連す

る他の機関をとりあげ､支援センター間や支援セ

ンターと社会福祉協議会 ･行政の他機関がどのよ

うにかかわっているのか､特に情報の共有という

ことではどこまでなされているのかを明確にして

い く｡そのため本調査は､松本市 と川崎市をと

りあげて各支援センターや他機関の職員-のヒ

ヤ リングと記録様式などの資料分析を中心に比較

検討しながら考察を進めた｡

ここで､松本市と川崎市の支援センターを選定

したのには､以下の理由がある｡それは松本市に

関しては､①市を中心としながらも中学校区単位

で支援センタ-が増えていく中にあって､当時､

松本市には1?しかなかったこと､②職員設置や

運営方法が ｢在宅介護支援センター運営事業の採

択方針｣の設置条件に沿っていること､③松本市

全域の在宅の対象者や介護者を対象としているこ

とから多くの地方都市の状況を反映しており､地

方都市の典型ととらえることが可能であるため選

択に至ったoまた､川崎市については､(彰政令指

定都市であり､すでに4カ所の設置があること､

(参川崎市の運営事業実施要綱や自主事業などを加

えた相談事業を行なっていること､(診登録制で相

談援助を行なっていること(川崎市自体が8.4%と

いう低い高齢化率であることも関係していると思

われる)と､豊富な社会資源の数や援助活動の地

域区分など､がみられ大都市型ととらえることが

できるからである｡このような点から両者を比較

していくことは､地域状況の違いによる記録の相

違や対応を理解するうえでは非常に意味がある｡

さらに､ここではこれまでヒヤリング調査を実

施してきた各地の在宅介護支援センターの中で記

録に関して独自の工夫を行なっている支援センタ

ーの状況も紹介していきたい｡

2)在宅介護支援センターの

相談記録様式の特徴と問題

まず､全国 183支援センターから送付された相

談記録様式の多くにみられる共通の特徴を記録様

式全般についてと記録の項目についてそれぞれ整

理するO(資料 1参照) 第-に記録様式全般につ

いてみると､1種類でB5サイズの様式を活用し

ている支援センターが多い｡一般に､2種類以上

の様式を使用している支援センターは､主に個別

ケース用と市町村提出用に分けて用いられている｡

また､1支援センターで記録様式数の最高は､保谷

市在宅介護支援センターで9種類使用していた｡

その内訳は ｢保谷市在宅介護支援事案 相談用紙

1｣､｢体温表｣､｢1週間のサービス提供スケジュ

ール｣､｢ケアか-ドA｣､｢ケア指示表｣､｢在宅老

人援助記録｣､｢保谷市高齢者在宅介護支援センタ

ー連絡ノー ト｣､｢高齢者サービス調整チームケー

ス検討記録｣､｢機関連絡調整シー ト｣である｡そ

のほかに特徴的なのは､一般的には相談記録様式

1枚の中にケース ･ヒス トリーとしての援助過程

が記載できるものが多かったが､中には援助過程

重視や継続ケ-スを見込んで白紙あるいは罫線が

引いてある別様式もみられたことだった｡

第二に相談記録様式の項目であるが､対象高齢

者に対する病歴､家族歴､生活歴に関してフェイ

スシー ト的な項目がきめ細かに作成されている｡

また､それらの項目の多くはチェックリス ト項目

であった｡そして､項目の多いことは記録時間の

多きと関係している｡『福祉事務所における老人 ･

家族援助に関する調査報告』9)では､老人福祉担当

のソーシャルワーカーが1日に記録に費やすため

に1時間30分以上必要と思われる者が55.2%おり､

実際に費やしている者が28.9%しかいなかったと

いう調査結果がでており､それからも理解できる

ように記録時間の問題は重要な課題となっている

と思われる｡ゆえに､細かな相談項目とチェック

リスト項目が多いということは､より効率よい援

助が実施されるための記録時間の短縮と客観性を

重視 した項目になっていることを示唆している｡

また､各支援センターの様式に共通に含まれて

いる項目としては ｢受付年月日｣､｢相談者氏名 ･

性別 ･続柄 ･住所 ･電話｣､｢相談対象者 (本人)

氏名 ･性別 ･住所 ･電話｣､｢相談方法一電話 ･来

所 ･訪問 (･文書)｣､｢同居の有無｣､｢相談対象

者の健康状態に関する項目(ADL･身体および精

神状態)｣､｢病歴｣､｢医療の受診状況｣､ ｢家族状

況｣､｢相談区分(相談内容)｣､｢他のサービス利用

状況｣があった｡これらの項目からもわかるように
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様式は､非常に客観的で広範 情報を集めるように

工夫されている｡中でも個別のケースに対応する相

談記録様式の重要な項目として ｢相談区分 (相談内

容)｣がある｡一般的に､｢相談区分(相談内容)｣は

客観的判断ができるようにいくつか類型化された分

類項目とそれを補足し､相談援助のプロセスが書

けるような自由記載の項目で構成されている｡そ

して､類型化された ｢相談区分(相談内容)｣の細

項目は ｢介護相談｣･｢介護機器｣･｢医療相談｣･

｢施設入所｣･｢施設利用｣･｢在宅福祉サービス｣･

｢在宅相談｣･｢経済的問題｣･｢心理的 ･精神的問

題｣･｢家族や対人関係｣などに分類されている｡

しかし､分類の内容に規定があるわけではないの

で､さらに細分化された項目を立てている支援セ

ンターもあった｡たとえは､｢施設利用｣や ｢在宅福

祉サービス｣の項目などでは ｢ディサービス｣･

｢ショー トステイ｣･｢ホームヘルパー｣のような

具体的サービス内容で分類されていた｡

次に､各支援センターや行政の運営方針､母体

施設とのかかわり､地域性などに影響されて実施

している独自な相談記録様式の特徴について整理

する｡先に共通点で整理してきたのと同様に記録

様式全般についてみると､4つの特徴があげられ

る｡第一は､2つの市で市内のどの支援センター

も統一された相談記録様式を採用していたことで

ある｡(京都市､熊本市) これによって､市内に

支援センターが数あれば共通の様式を用いる方が

連絡調整しやす く､情報も共有できる利点を持つ

と思われる｡また､市からの委託事業であるため､

統一記録が行政の支援センターに対する方針の1つ

として行なわれているとも考えられる｡この点につ

いては､①市に対する報告内容の統一､②市の他

施設 ･機関との情報共有という効果が期待できる

のではないだろうかO

第二の特徴は､支援センターの相談援助形態

が一般的な面接援助 とは違 うため､月曜日から

土曜日の通常の勤務時間以外に使用される記録様

式を作成している点である｡具体的には､①訪問

記録に関する別様式 (旭川市､川崎市､羽咋市､

稲沢市､丸亀市､高松市､行橋市､延岡市､鹿児

島市､鹿屋市)､②介護用品購入に関する別様式

(佐野市､福井市､徳島市)､③サービス実施計画

票 (岩手県東和町､小松市､保谷市､ 川崎市)､

④ 日･祝 日･夜間に関する別様式 (飯田市､<松

原市>､西条市､新居浜市)がある｡このような

別様式を採用するということは､支援センターが

24時間体制や電話 ･来所 ･訪問という連絡方法､

そして介護用品から直接サービスまで幅広い援助

であり､他機関と違うユニークな援助を展開して

いるところに関係している｡さらに､電話での相

談や介護用品購入という1回で終了するケースと

継続していくケースや複雑で長期化するケースと

は分け､⑤援助対象者のみに個別記録様式を使用

しようと考えている市 (膨田市)もある｡

また､⑥記録用紙を色分けしたり(熊本市)､⑦

受け付けられたケースの問題に対応するマニュアル

を作成したり(松任市)という工夫もあった｡これ

らは､記録様式自体の工夫というより､実際的な

援助やケースの整理に役立つ指摘として評価でき

る｡

次に､支援センター独自の記録様式の項目につ

いて主なものをみていく｡初めに､類型化された

相談内容と対応内容の項目のどちらの項目もある

支援センターをあげてみる｡(松本市､静岡市､広島

市､大和市など)具体的には､｢指導･助言｣･｢情報提

供｣･｢介護機器の紹介｣･｢施設入所｣･｢福祉サービ

スの利用申請｣･｢他機関への紹介｣などが共通項目

であった｡それ以外は､相談内容の項目があるが

対応内容の項目がない､あるいは対応内容はある

が類型化された項目でなく自由記載項目であると

いう支援センターがほとんどであった｡この場合､

対応内容の項目がない記録様式は援助開始に受け

た主訴と援助結果の内容が混同Lやすいという問

題を持っている｡ゆえに､多くの支援センターが

この傾向であるということは､正確な情報が記載

されていない点が指摘できる｡

第三には､医療機関に併設された支援センター

には独自のサービスがあり､その項目が記録様式

に含まれていたことである｡(大町市､北九州市､

都城市)これは､支援センターが設置できる母体

施設は特別養護老人ホーム ･病院 ･老人保健施設

であり､調査段階までは､設置数が多いのが特別養

護老人ホームとなっているOこうした状況から､病

院併設の支援センターは少ないので､当然サービス

項目も特徴ある内容となる｡また､医療機関を中心

にサービスの展開が行なわれるため､当然､独自
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な項目が作られるのである｡

第四としては､介護サービスの緊急度ADLや身

身体状況のチェックリストを用いて点数化したり評

価 した りする項 目があることである｡(美濃加茂

市､和歌山市)支援センターで行なわれるサービ

スの大きな役割の一つは緊急時に即､対応できる

ことであり､たとえば､看護ケアやホーム-ルプ

サービス利用について､一般的に行政の援助では

手遅れになってしまうような援助も多い｡それゆ

え､このような緊急度を予測した対応は重要な意

味を持つと思われる｡そして､最後は､相談内容

の項目のコー ド化である(保谷市)｡保谷市では､

相談内容を6項目､その中を法律であれば､家族

問題201000､財産 ･金銭202000というように項目

をコー ド化している｡コー ド化は多くの記録を整理

したり保存するのに効果的であり､今後のコンピ

ュータ化への大きな手がか りとなろう｡

3)在宅介護支援センターと他機関の記銀の

比較を通 しての特徴と問題

ここでは､松本市在宅介護支援センターと川崎

市在宅介護支援センター (2カ所)を中心に資料

分析とヒヤリング調査を通して比較を試みた｡(表

1参照)まず､松本市のように1カ所しかない場合

と川崎市のように2カ所の支援センターがある場合

には､記録や情報のとり万に相違がみられるかを

記録様式や実践活動から整理する｡次に､各支援

センターと関係すると思われる社会福祉協議会や

行政 (川崎市民生部高齢福祉課)と支援センター

とのネットワーク化の状況についても気づいた点

を指摘していく｡

まず､松本市と川崎市の支援センターで理解さ

れるのは､両方の記録様式やその項目がほとんど

同じにもかかわらず､相談援助を行なう対象者の

受け入れに相違があることである｡つまり､松本市

ではだれでも援助していく｡すなわち､匿名でも

援助していくが､川崎市の場合は登録制を採用し､

初めて援助を申し込んできた段階から登録される

システムになっている｡そのため､松本市の支援

センターの記録様式では匿名ケースや 1回で終了

ケースではほとんど書き込めないことがわかった｡

一万､登録制を採用している川崎市の支援センタ

ーは､対象者が初めて支援センターとかかわる時

に情報を聞き取るために時間がかかるものの､最

終的にはどの利用者も同じだけの情報があり､後

の対応は便利になると思われる｡

また､川崎市の支援センターの場合､2カ所あ

るので支援センター間の連絡調整はどのようにな

っているかを調べた｡現在は､川崎市全域で登録制

システムを採用しているので､対象者が転居した

場合に連絡が可能であるということだった｡本来

ならば､もっと多面的に記録のや りとりがあるべ

きだと考えられるが､各支援センター独自の活動を

軌道に乗せることが現段階の中心課題になってお

り､この点については今後に期待される課題である

だろうQまた､ヒヤリング調査で把握されたことだ

が､記録の書き方についてはそれぞれの記録者の専

門性 (ソーシャルワーカー ･保健婦 ･看護婦 ･介護

福祉士)を生かした記録内容が作成されるまでに

は至っていないが､正確で客観的な情報記録の必

要性は強調されていた｡さらに､川崎市高齢社会

福祉総合センターは､保健の分野で使われている

記録様式を参考に支援センターの様式を作成した

ことも付け加えておきたい｡

次に､他機関との連携についてであるが､前提

として松本市支援センターはほとんど連携がない

状況で､一方､川崎市の場合は多少の連携がみら

れた｡こうした状況の中では､他機関と連携があ

る場合は､記録を通じての情報交換や情報伝達方

法が作られていた｡しかし､各機関の記録様式は､

あくまでも機関内の個人データ収集が中心で､他

機関との連絡調整に目を向けた記録様式とはなっ

ていない｡そのため､記録様式の項目がかなり重

視されるべきであり､今後は記録時間の短縮と情

報共有の視点から､整理された記録様式を考えて

いく必要がある｡

4)ヒヤリング調査からみた

他の在宅介護支援センターの記録活動

最後に､これまでわれわれがヒヤリング調査を

実施してきた中で､記録に関して参考になるよう

な実践をいくつか紹介する｡

初めに枚方市ホームケアセンターであるが､ケ

ースマネージメント･アプローチを実践している

機関であり､併設施設のサービスや社会資源の利

用とネットワークに関しての記録が充実しているO
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表 1 支援 セ ンター と他 機 関の相 談記銀 の比 較

松 本 市 の 場 合 I川 崎 市 の 場 合 (区 レ ベ ル で 連 携)

松本市在宅介護支援センター 松本市社会福祉協議会 川崎市高齢社会福祉総合センター 在宅介護支援センター｢和楽館｣ 川崎市民生部高齢者福祉課

記 録 者 看護婦,ソーシャルワ-カー 保健婦,ホーム-ルパー 保健婦,ソ-シャルワーカー,指導員,事務兼運転手 ソーシャルワーカー,看護婦,兼務指導員,運転手 - ソーシャルワーカー

様 式 数 1 (常時) 8 (適宜) 6 (適宜) 3 (常時) 10 (適宜)

樵 ｢松本市在宅介護相談カー ド｣ ｢報告書｣(訪問記録) ｢利用者世帯状況表｣ ｢ケース連絡表｣ 『川崎市在宅寝たきり老人等一時

｢訪問記録表｣ ｢相談内容｣ ｢利用者台帳｣ 入所事業要領』に基づ く様式

｢サービス日誌｣ ｢在宅介護支援センター業務日誌｣ ｢痴呆 .寝たきりに関する記録表｣ ｢一時入所登録者調査票｣,｢-時人

式の (ホ-ムヘルパ-記入用) ｢面接相談 .電話相談記録｣ 所登録 .更新申請書｣,｢健康診断｢ホームヘルパー .入浴 .その他 ｢訪問記録｣ 書｣,｢一時入所登録｣,｢一時入所

種類 サービス事業連絡表｣｢緊急連絡カー ド｣｢申請の決定通知｣｢訪問家庭台帳｣｢健康診断書｣ ｢ケース記録｣ 決定通知書｣,｢登録変更 .廃止届け｣,｢一時入所利用申込書｣,｢入所解除通知書｣,｢登録者台帳｣,｢登録者調査票｣,｢一時入所事業実施状況報告書｣

主に共通 ①フェイスシー ト (相談年月日,氏名,年齢,住所,家族状況等) (彰フェイスシ- ト (相談年月日,氏名,年齢,住所,家族状況等)②相談内容 (問題) ②対象者の状況 (ADL,身体 .精神状況,医療状況)

する記録 ③処理解答,対応方針 (または-ルパー記入用のサービス内容) ③主訴,問題

様式項目 ④ケース記鼠 結果,今後の方針

⑤移送サービス欄

主に独自 (動相談方法 ⑥ADL,病状,心身の状況,介護 ⑥介護者の状態 (9登録番号⑤相談項目,処理解答項目 状態,バイタルサイン,福祉制 ⑦生活の様子 (1日の流れ) ⑲登録施設名

な 記 録様式項 目 度の利用状況(診家事援助 .身体介護に関するサービス項E] ⑧現在受けているサービス (介護者を支える家族 .近隣も含む)
⑪住居の状況⑲関係機関 ⑲担当福祉事務所名 ⑲負担区分 (生保か一般か)

記入上の ④匿名ケースも受付けiので,記 伝)ホーム-ルパ-記入のサービス ㊥登録制 (カルテ方式)のため､新規の相談から個人情報をとる ①ショー トステイの登録方式 (宿
録項目すべてが記入できないこ 日誌ではケース内容が把握でき (匿名での相談は受けない) 祉事務所に登録後,支援センタ

特徴及び問題 (ヒ ともある ない (記録の仕方に問題) ①登録制はJII崎市全域のため､転居連絡は可能 -が調整)採用

⑥継続ケースも新規ケ-スも同じ ④支援センターと同じケースにも ㊥面接 .電話と訪問の記録様式が分かれている ⑥様式一元化は秘密保持の点から現状では無理①緊急対応はしていない ㊤支援センターで活用されている
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また､記録された個人ファイルはソーシャルワー

カー､看護婦､-ルパーが常に見ることができ､

書かれた情報は交換され､基本的な資料となると

いう共通認識ができていた｡

次に､四条畷市在宅介護支援センターをあげる｡

ここの記録の特徴は､まず､施設利用に関する申

請書や個人情報などで至急に必要な場合は行政と

の情報交換ができるようになっていたことである｡

しかも､ファックス利用も行なっている｡また､

在宅にいる利用者や家族も記録に参加できるよう

に､各家庭ごとに記録と連絡を兼ねたノー トが置か

れていることも特徴であろう｡さらに､コンピュー

タによる情報システムを開発し､行政 との情報交

換を試験的に行なおうとしている｡この情報シス

テムの開発は四日市市在宅介護支援センターでの

ヒヤ リングの中にも開発中であるという話が聞か

れた｡

このように､各支援センターごとに記録様式か

ら記録方法まで試行錯誤しながら実践してきてお

り､特にここで紹介した機関は情報共有化につい

て先駆的に実践を進めている｡しかし､システム

が整えば整うほど､一方で患者の個人データ公開

と範囲にかかわる問題について今後ますます考え

ていかなければならないだろう｡

4.在宅介護支援センタ-の記銀様式 と

記録方法についての課題

最後に､これまでに述べてきたことをふまえ､

在宅介護支援センターの相談記録様式に関してい

くつかの具体的な提案を行ないたいOすでに述べ

てきたとおり､支援センターの主な機能は､他機

関 ･他施設 ･他の専門職 との間に情報を共有した

連携による援助である｡これは従来の施設や機関

内で自己完結する援助とは認識を新たにした援助

なので､この視点を重視するならば記録様式作成

にも新しい発想を導入するべきである｡まず､第

一は他機関の協力を得た記録様式を作成するとい

う過程が重要となる｡従来､施設 ･機関の記録様

式はそこに所属する人たちによって作成されてき

た｡しかし､今後､支援センターの記録様式は関

連施設 ･機関の専門職または母体施設の他の専門

職の人たちの意見を加えて作成して行 くことが望

ましいと思われる｡さらに､その過程を通して信

頼関係が形成され､援助場面での情報交換がスム

ーズに行なえることも考えられる｡また､記録様

式作成段階で他機関 ･施設の記録様式と重複する

項目を取捨選択できる利点もあるだろう｡そして､

このことは記録時間の短縮に結びつ くと同時に必

要な項目に時間をかけ正確かつ客観的な記録をと

ることをも可能にすると思う｡

しかしながら､支援センターが他施設 ･機関と

の連携の中で担う役割は､(丑支援センターの方針､

②支援センターにかかわる行政の位置づけ､③連

携施設や機関内での専門性や力量に影響され､単

一な記録様式ではなく､これまでみてきたように

地域性を考慮した記録様式が求められている｡そ

のため､市や町村単位で活動している支援センタ

ーであれば､各支援センターごとに作成された記

録様式よりも市や町村単位の様式の方が有効であ

り､｢共通様式採用｣という考え方もある｡また､

情報共有については､利用者の個人情報公開の範

囲やプライバシーの問題が必ず出てくるだろう｡

これについては援助者側の基準の設定や細心の注

意も必要であるが､利用者の同意を得で情報交換

を行なうシステムを早急に作るべきである｡

このような基本的枠組みを理解したうえで､支

援センターのような役割を担う機関では多種類の

記録用式を作成することを提案する｡たとえば､電

話での介護相談や介護用品購入などす ぐに解決可

能なケースと､電話を通じて訪問したり複雑な継

続ケースなどのように時間的にかかる援助のケー

スでは基本的に様式を分ける｡そして､頻度が高

いケースなどは類型化し､ケースごとの様式があ

ればより使いやすいと思う｡また､継続ケースは

個別ファイルを作 り､用紙の色別やファイリング

の工夫で効果的活用が期待できる｡次に記録様式

内に設定される項削ま､過去のケ-ス内容を分析

し類型化して､不必要な項目を作らないようにす

ることが重要である｡そのため､定期的に項目の

再構成を行なうべきである｡また､特に自由記載

の部分では他の専門職にも理解できる文章づ くり

が重要であるO これは､記録のとり方について今後

どのような研修をしていくか という課題 も含んで

いる｡

黄終的に､援助の主体者として介護者や利用者
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が参加 で きる記録様式が必要である｡特に､対

象者のニー ド･評価の理解は､今後ますます重要

な視点になってお り､また､生活全体 を理解する

ためには､①インテーク時のアセスメン ト様式や､

②家庭の状況を知 らせたり､支援センター との連

絡のための記録様式では､対象者参加型の記録の

方法が不可欠であろう｡

今回は､ソーシャルワークの記録を考える足が

か りとして､記録の歴史的流れをふまえながら､

相談記録様式 とその項 目について整理 ･検討 して

きた｡しか し､次に､記録は記録様式にどのよう

に作成され､それがどのように生かされているの

かを考える必要がある｡何故なら､ソーシャルワ

ー クの記録は直接的援助に有効なアプローチとし

て､記録を考えているからである｡そのためには､

ぜひ､今後の課題 としてケース記録の分析を通し

て記録方法や援助方法の検討を進めていきたいと

思う｡

なお､最後に本研究は､1992年度文部省の ｢一

般研究C｣の助成金を受けて行なわれた研究成果

の一部である｡

(なかむら さお り 講師)

(1994.1.18受理)
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辛目言発 言己食桑 の 項 目 費料 l

:1)相談カー ドの特徴 ②記載項目 ③支援センターで相談カー ドとして通常活用している以外の様式について
④その他 717-ラインは各支援センター独自と思われる項目 ( )は1-3以外に資料送付の支援センター

1 _ ｣ヒテ毎i王墓
l 風連町在宅介護支援センター 特養
Q)｢相談受付簿j
②支援担当者名or施設担当者名､相談日､時間､和議方法 (来所.電話,訪問,その他)･相談者氏名.
性臥 住所 ･電話､続取 要介護者氏名,性別､年令､住所 ･電話､家族状況､ (氏名,続柄.性軌
生年RE].^DL等 (移軌 食乱 排軋 入浴.着脱,その他).病歴等.相談内訳 (介護の方乱 介
護危機､デイ･サービス.ショートスティ､ヘルパー派遣 ･除雪ヘルパー派乱 入浴サービス､介護手
当,日常生活用具給付事業､在宅福祉自助具卓出.住宅改造等､特養入所､健康相談 (介護者).その
他,相談記録 (状況 ･主訴)

④ B4

2.旭川市在宅介護支援センター誠徳固 特養
① T相談受付簿｣, r訪問調査表｣I rサービス別掲葛台撮l
②相談受付簿一新規か再度のケース､受付日時､受付者､申請者名､本人との関係､住所.電話.本人氏

名.生年月臥 位臥 住所.電話,相談種別 (電話 ･来所 ･手放 ･訪問 ･その他)L相談内容.処理状
況.備考

③訪問調査一調査担当者氏名.対象者任所 ･氏名､電話､生年月日､性別､調査項目 (家族状況<健康状
況>､本人の身休状況､受けている治療内容､現在困っていること.ADL､性格､対人関係､問題行
動

④B5

そのほか (3.釧路市 在宅介護支援センター釧路港ヶ岱草生園⇒叙述体で記載､4.札幌市在宅介護支
壌センター)

2 _ 青 森 県
1.平賀在宅介護支援センター
① ｢平賀町福祉サービス利用 (変更)申講書｣ (ケ-ス記録用親も付帯)
②申請書の部分一町長宛､利用者氏名 (性別,生年月EL 年齢)､住所､電蓄､心身の状況 (良好,病弱

時々臥床.漢たきり,也.疾病,手軽<種,扱>).主治医 (院,電話)､サービスの利用内零 (ディ
サービス,ショー トステイ,ホームヘルパー派並.移動入浴車の派適.移動布団乾燥車派適､日常生活
円具の絵付､福祉タクシー券､付記､申請理由､世帯状況<氏名.年臥 続柄､備考>､関係協力者 (
電話)､ショー トステイ利用期臥 繋急時の連絡先､辞定着の氏名､調査書 (窮乏臥 記録者､身体状
況<会話,為力.准九 歩行,食事.入浴,排滑,更衣>､精神状況<痴呆,安定度,理解度,強調性
俳梱>､性格<朗らか ･親しみやすい ･凡帳面 ･とけこめない ･わがまま･好き嫌いが多･頑固 .短気
無口>､参考<趣味,たばこ,酒>､保険､生活塵 ･家庭状況 (病歴).備考),ケース記鐘

④B4 (蕪面がケース記錬用故)

2.青森市 在宅介護支凄センター寿永
① r相談葉｣
②相談種臥 来電別 (来所 ･昔話),受付年月日,相談且,相談者 (任所 ･電話 ･氏名 ･性別 ･破業 ･年

令),件名,相談内容,回答内容
③ r支援センター案内｣
④B5

その杜か (3.三択市 三沢在宅介護支溝センター.4.東北町 在宅介護支珪センタ-松見荘､5･岩
木町 在宅介護支凍センター松山滋､6.三戸群 見心囲在宅介護支援センター､7･八戸市
福寿草在宅介3支援センター)

3 _ 岩 手 県
1.東和町在宅介護支凍センター 特兼
① ｢相談記録台帳J､ ｢サービス実施計面責｣, r東和町在宅老人台帳｣､r身体状況記録表｣
②相談記録台帳一相談日･時間､相談者 (氏名 ･性別 ･按柄 ･年令 ･住所 ･電話)､対象者 (氏名 ･性別

･続柄 ･年令 ･住所 .電話 ･状愚<並弱 ･洋たきり･ひとり暮し･老人世帯 ･痴呆 ･その他>).相談
方法 (面接 ･電話 ･訪問 ･その他)､利用定 (初回･2回目･ ).相談者､和讃内容､処理内容､他
積開紹介 (福祉事務所 ･民生委艮･保や所 ･病院 ･その他)､相談区分 (施設入所,ホームヘルパー派

1

乱 ディサービス,確期入所.介護用品等.介護頼串,生活相談.宴たきり.痴呆,悩みごと,生きが

い,その他)
③サービス実施計画票一対象者氏名,記入日,対象者の状況.家庭介護の状乱 社会資涼状況.サービス

計嘩 ･処遇E]標,サービス実施状況 ･処遇の評価,今後の課亀
嘩)85

2.盛岡市 (山岸和敬荘在宅介護支援センター) 特養
① ｢相談記録表｣
②相談年月臥 時間､相談者 (氏名,性別.続柄,住所,電話)､相談対象者 (氏名,性別.年齢.住所

生年月日)､相談方法 (面積 ･電話 ･訪問 ･その他)､利用度 (初臥 回目)､主治医の有無.相談者
在宅サービス利用状況 t怒期保護,ディサービス.ディホーム,家事型家庭奉仕邑,介護型家庭奉仕邑
移動入浴.その他､無)､相談内容 (相談区分)､処理内容 (処理区分)､相談対象者の状態 (淳たき
り,ひとりさし,痴呆性老人,虚弱老人,その他).他積開紹介 ･連絡､次回連絡予定.相談員

④85

3.花巻市在宅介護支援センター
① r相談記録票ト r老人福祉介護相談j数量表
②相談記鐘票-完結or継続.相談E]時.相談者 (氏名 ,性凱 続柄,年臥 任所,電話).対隻者 (氏名
性別,生年月日,年齢.住所,電話.状態<虚弱 ･津たきり.ひとりくらし･老人世帯 ･痴呆 ･その他
)､相談方法 (面接 ･電話 ･訪問 ･その他),利用度 (初回･2回目･ )､相談鼻､相談内容､処
理内容､他機関招介 (福祉事務所 ･民生垂且 ･保健所 ･病院 ･その他)､相談区分 (施設入所 ･ホーム
ヘルパー派遣 .ディサービス･短期入所 ･介許用品等 ･介護指導 ･生活相談 ･宮たきり･痴呆 ･億みご
と･生きがい ･その他)

④B5

そのほか (4.金ヶ崎町在宅介護支援センター.5.北上市在宅介護支援センター､6.-閑市在宅介護
支援センター.7.紫波町在宅介護支援センター)

4 . 宮 城 県
1.名取市在宅介護支援センター 特養
① ｢在宅介護支ぜセンタ-相談内容j
②相談者氏名,性凱 相談日.任所,電話,相談形態 (電話 ･来所 ･訪問),対応書名.相談件名,相談

枚乳 結果 ･調整 ･方策,柊捧 (完結 ･ソーシャルワーカーへ引き灘ぐ･ケースマネージメント対応)
④B5

5 . 秋 田 県
1.男鹿市 (男鹿市在宅介護支援センター)
① ｢相談記鋒｣. r経過記者｣. ｢業務日誌ト r要擾謙老人調査記鐘台頼｣. ｢月間事業実続報告書｣

老人福祉 ･介諸相議月間の集計表, r在宅介護支凄センター利用者名簿｣
②相談記録一新規 ･継続 ･完籍のチェック.受付年月日･時間 ･天候,対応者､相談者住所 ･氏名 ･性別

･電話 ･続柄.相談対象者住所 ･氏名 ･性別 ･電話 ･生年月日･年令.相談対象者の状態 (藻たきり･
独りぐらし･心棒 ･虚弱 ･痴呆 ･その他)､相談方法 (来所 ･訪問 ･訪問 ･電話 ･文書)､相談回教 (
初回 ･2回白 ･ 回目)､相談区分 (施設入所 .家庭奉仕旦瀬適 ･ディ.サービス利用 ･短期保護利用
El常生活用具 ･介護用品 ･介護指導 ･訪問蕃査 ･積能回復訓撫 ･生活相談 ･悩みごと.困りごと･生き
がい ･その他)､相談内容.処理内容､紹介機関 (福祉事務所 ･保健婦 ･民生委旦 ･家庭奉仕旦 ･その
他)

③継続した場合.1日1行程度の経過記鐘が活用4Tあり
④B5

2.大館市 (水交苑在宅介護支援センター)
① r面接相談記録票｣. ｢宴たきり度判定東｣
②面積相談記録索一通告 (来所,電話,訪問.その他).担当者名,面接 (訪問)年月日､対象者 (住所

氏名 (本人,相談者.生年月日,続柄)､面接状況 (分類<ねたきり･痴呆性 ･ひとりくらし･老人 ･

篭 晶子芸霊長由讐 墨字譜 警告更;L完 と貴 ぶ表雫鮎 篭 ケ雲妄姦悪苧譜表孟冨甲蒜 壷歪ぐ
面接内容､処理結果､紹介積閑 (福祉事務所 ･保健センター ･保健所 ･保鍵施設 ･その他)､ケース記
緑黄､氏名､付近見取り図､ADL (入浴 ･食事 ･歩行 ･排掴).病歴､現症.家族構成

そのほか (3.中仙町 中仙在宅介護支援センターー老健､4.鹿角市東急園在宅介護支援センター)
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6 一 山｣形 県

1 八描町在宅介護支虐センタ- 幸糞荘
① r在宅介護支援センタ一拍漢記鐘｣

②対応著者氏名 (正長 ･SW ･福祉士 ･その他)､受付日時､受付者氏名､生年月臥 住所､電話.相談
者の続柄 (本人 ･配例者･嫁 ･娘 ･息子 ･その他).相談方法 (来所 ･訪問 ･電話 ･その他).相談区
分 (在宅サービス利札 介護相乱 介茸用品,医煮 ･疾病.歳設 ･病院用鼠 心理的問題.捷済的問題
生活問題.その他).相談内容.埋助 ･指gl内容 ･処理

t'{)85

2･上山市在宅介護支援センター 特養
8 ｢相談受付票｣,集成用私 ｢個人台帳｣. ｢El常生活動作｣
②相談貸付票一受付年月日,担当乱 相談者,性別,続柄,連絡先,対象乱 性乱 生年月日.住所.1

話,相談形態 (来所 ･電話 ･訪問 ･その他).制度利用 (家庭奉仕鼻派31･ねたきり老人紙おむつ支給

祉電話貸与･老人世帯除雪費支給 ･ショー トステイ ･デイサービス ･訪同看護 ･その他),相談区分 (
施設入所 ･ショー トステイ ･デイサービス ･介護和議く介護用品>･その他),相談内容

③支援センター案内
④B5

7 . 宇宙 島 県
1･軌 LJ市 (豊ヶ丘在宅介護支珪センター) 特集
①受付カー ド. ｢相諜記キ表｣､ rケース記録｣､ r在宅介護支援センターE]誌j
②相談記録表一相談崖路 (電乱 来所,訪問).相談El･略取 相談鼻名､相談者氏名､続柄､住所.育

話.相談対象老人氏名､性臥 横柄､生年月臥 住所.電話､医療状況 (医療it苅名,主治医氏名.治
横中の疾風 )t健康等の状態 (ねたきり･痴呆 ･虚弱 ･身体特有 ･牡居 .入院中 ･施設入所中,)､
現在利用中のサービス､相談等の内容､処理.相談区分 (老人福祉施設入所.ショー トスティ.ナイト
ケア,ホームケア,ディホーム,ディ･サービス.家庭奉仕旦派適,移動入浴車流jt,日常生活用具給
付等,介護拍乱 介護積寒相談,住宅増改築,ボランティア閑鼠 老人保健施設利札 訪同着3,医療
相談)､継続 ･完結

③ケース記鐘は罫嬢のみ (港援用)
在宅介護支援センターEl誌は日常の業務日誌

④B5

2.いわき市在宅介護支援センタ- (亀齢差)
① ｢相談 (経過)記録票｣,rEl誌｣, r相談 ･指導経過記録表｣. r業務報告書｣

②在宅支援センター相談拍斗真一 r介護8臆 用』-対象者氏名､年臥 相談E]時,住所･電話.相談形態
(来所 .電話)､相議書氏名､対象者との関係､介護者氏名,年曲.対象者との関係.日中の介護者の

青魚.前回の相談の有無.相諌受託者 (戒名.氏名)､相談事項 (介護横器<商品番も 商品名.数量
定価を明記し,牧人方法 ･支払い方法 ･納入方法 ･集金方法をチェックできるようになっている>.相
談内容).結果
在宅支援センター相談指導義一 F相談援助用』-対象者氏名.年臥 相談E]時.住所､電臥 相談形態
(来所 ･電話).相談者氏名.対象者との関係.介護者氏名､年齢､対象者との関係､日中の介護者の
有無.前BIの相談の有無.相談受託者 (載名.氏名).相談事項 (介護横器 ･医療相談 ･入所相談 ･デ
イケア利用 ･入浴サービス･ショートステイ利用 ･住宅相談 ･訪問依頼 ･その他).相談内容､対応･
轄果

③適所糾用される方へのお廉い文書
④85

保健埠甲巡回指導 ･移動入浴車派遣 ･愛の一声運動 ･ねたきり老人介話者奨励金 ･老人相談員派iB･福 1 0 . 番軍馬 県
1.高崎市在宅介護支援センター希望館 特養
① ｢相談受付票｣､ ｢和議受付の内訳｣Ir要援護老人台帳｣
②相談受付票-相談年月臥 相談受理者.相談時間 (時分～時分 分間)､相談方法 (首鼠 来所,訪同

文書,その他).相談者 (氏名,性別,生年月EL 対象者との続柄,住所.電話)､相談対象者 (氏名
性臥 生年月乱 住所,電話).相談区分 (介護相談.在宅福祉相談,入所相乱 医療相乱 その他⇒
介乱 サービス申込.老人福祉施乱 老人保健施設,医療,健康,生きがい ･趣味､仕事･家磨･住宅
年金､その他)､相談内容.助言 ･手旨尊等の内容

③小さいリーフレp}ト (支壌センターの制度について)
@B5

2.大田市8生田園在宅介護支援センター 特養
① ｢相談受付票｣. ｢連絡調整票｣. ｢老人福祉台帳｣
②相談受付票一相談年月日.相談受理者,相談時臥 相談方法 (電話 ･来所 ･訪間 .その他),相談者 (

氏名 ･性別 ･生年月日･対象者との続柄).住所,電乱 相談対象者 (氏名 ･生年月日･住所 ･電話)
相談区分 (<介護相談 ･在宅福祉相談 ･入所相談 ･医療相談 ･その他>,介護 ･サービス申込 ･老人福
祉施設 ･老人保健施設 ･医療 ･健康 ･生きがい､趣味 ･仕事 ･家庭 ･住宅 ･年金 ･その他).相談内容
助言 ･頼串等の内容

(診支援センター案内
@B5

そのはか (3.高崎市在宅介護支倭センター若宮苑､4.館林市東毛光園在宅介護支援センター)

②相談 (経過)記簸要一相談年月E3(El中 .夜間)､担当者､相談担当者 (氏名一位臥 生年月EL 世帯
主氏名一任長靴 生年月日.住所.電話,住所地以外の居住先等,電話)､相談者 (氏名,対象者との閑 1 1 . 埼 ∃三県

1.東松山市在 宅介護支援センター (東松山ホーム) 特養
(9相談受付票､相談件数の内訳票
②相談受付乗一相談日E]､相談者氏名､住所.電話L対象者氏名.性別､生年月臥 住所､電話､相談方

法､対象者との関係,回答者,家族練成.相談内容.対策内容､その後の様子
③開設のお知らせ
㊧B5

2.久喜市在宅介護支壌センター 特養
① ｢在宅介護支援センター業務日誌｣.r相談記鐘票｣
②相談記や票一用議年月El,時乱 相談方法 (来所 ･電話 ･訪問).相談者名.性臥 住所.電話,対象

者乱 性別.住所,電話,対象者の状況 (既往歴 ･痴呆症状 ･ADL状況 ･所在<在宅 ･病院 ･老人保
健施設 ･その他>･家族の状況).相談内容 (空fP･<家族関係 ･介護方法 ･介護用品 ･機器 ･入所 ･
ショー トステイ ･デイサービス ･痴呆症状 ･ホームヘルパー ･医療 ･保鮮施設 ･その他).助言 ･指導
内容

@支援センター ･デイサービスセンター資料
④85裏表

1 2 . 東 京 都

1.保谷市在宅介讃支援センター 特養 (緑寿Egl)
① ｢保谷市在宅介護支援事案 相談用紙 日 ､ ｢高齢者サービス調をチームケース検討記録｣. ｢保谷市高

齢者在宅介護支援センター連絡ノート｣. ｢体温表｣. 日 遇闇のサービス提供スケジュール｣､ ｢ケア
カ- ドA｣､ ｢ケア指示表｣, ｢機関連絡訴整シー ト｣､ ｢在宅老人援助記良｣ (ケアスタッフ関係)<

②保谷市在宅介護支援事案 相談用紙 1-相談年月臥 時間.相談方法 (電話,来所,訪問.書簡)､ID

係.住所,電話)､世帯区分等 (ひとり暮し,老夫婦のみ,家族と同居)､相談の撞弗 (電話,来所,
手紙等,その他)･家族の状況 (氏名.続柄,生年月E].連格先及びt話番号等)､これまでに受けた
(受けている)医療保健福祉 (サービス)等､相談の内容.相談椿事捨果及び処遇方針 (相談のみ<解

決 ･継続>,関係者及び関係機関への連絡,実技拍乱 その他).実技指串内容 (再掲)､経過
③プロセスは相談 ･拍車経過記キ表
④84

そのほか (3.会津坂下町在宅介護支凄センター)

8 1 茨 城 県
1.勝田市在宅介護支援センター (北勝囲)
① ｢相談受付票｣､ ｢個別記録｣ (対象者となった場合作成)
②受付年月E日 曜日)､相談受理者.相談時臥 相談方法 (電話 ･来所 ･訪問 ･その他).相談者氏名.

生年月E]･相談者住所 (電話).相談対象者氏名 ･生年月臥 対象者との関係.相談区分 (身体的介護

轟 三三≡≡去､格笹 子諾 ね̀たきり.痴呆'､社会鮒 その他'脚 容'対応内容

9 _ 栃 木 県 .
1.位野市在宅介護支環センター (老鍵施設あそヘルホス)

(1)｢在宅支援センター相談指導表｣2種類､ ｢在宅療養者訪問 記錬｣, r展示 品一覧表j (品名,価格,
鱗考)
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番号.@_当者､相読者､性別､年令､住所.電話､続柄 (本人,配偶者,嫁.娘,息子他)同居者,別居
者､関わりの塀度 (初回一広軌 開溝,他)､患者氏名､性別.年令､住所.電話.状況 (寝たきり.虚
弓臥 博首,地方,健康).居住形題 (単B.夫婦.同居.施設入所,入院,他).家族構成臥 壌肋肉係
函 (人,福祉サービスの関係の強さを書く).援助分類 (コー ド化一家族 ･家磨く人生 ･家族.家庭生活
その他>､法律<家族間題,財産 ･金銭.事故 ･賠償.人権.その他>､経済 ･生活<生計.所得保梓,
年金 ･手当等.税金,住宅 ･設乱 仕事.その他>､福祉サービス<住宅福祉サービス.施設 ･短親 ･窓
口,福祉機器,介護 ･介助.その他>,いきがいづくり<趣味 ･余暇活軌 社会参れ 行事情乳 その他
>.保健 ･医療<保健衛生,医療用表,医療費,医療関係機関.その他>)､主訴､相談内容､対応内容
･方針､関係機鞠への連絡 (連絡先.内容.TEL,担当者)､フォロ-必要or不要or拒否

2.三濃市在宅介諸支援センター (弘済ケアセンタ-) 特養
① ｢在宅介護支援センター相談記卑l
②対象者氏名 (性別)､生年月El(年齢)､住所､電話.相談者氏名 (性別).年臥 住所.電話.対隻者

との続柄 (本人､配偶者､嫁､娘‥良子､その他)､相談方法 (来所.訪問､電話.文書)､相談区分 (
日常介護.ケアセンター -いちょう苑利用､家族関係､生活問題､心理的問題､介護用品 ･自助具 ･福祉
機器,他の保健 ･福祉サービス､医療 .疾病､その他)､相談内容

@B5

1 3 _ 神 奈 Jll県
1.川崎市高島社会福祉患合センター在宅介護支擾センター 特養
① r面接相談 .電話用讃記録｣.｢ケース記録｣､ ｢訪問記録｣､ ｢利用者処遇計画表｣. r利用者世帯

状況表｣. r在宅介護支援センター利用登録申込み書｣
②面接相談 ･電話相談記録一面棲者 (続柄),記入者.ケース氏名､生年月日 (年令).住所(電話)､

来所目的,及び主訴､本人の状恵 (ADL,身体 ･精神状況)､介護者の状態 (高齢.病臥 多忙.El
中不在等)､生活の様子 (朝 ･屋 ･夜)､介護者を支える体制 (家族,近軌 社会資源等).問題点.
及び支援内容 (社会生活,社会賛涙.介諸上のもの､心理面､家族関係､疾病医療に関するもの､福祉
横器､施設利用)

④B5

2.逗子市在宅介護支援センタ- (逗子ホーム) 特養
① ｢介護相談票J
②受付年月日･時臥 相談者 (氏名 ･性別 ･続柄 ･住所 ･電話)､対象者 (氏名 ･性別 ･生年月日･住所

･電話 ･年令),相談方法 (電話 ･来所 ･訪問 ,文書 .その他).本人の状態像 (襲たきり･痴呆 ･車
いす ･虚弱 ･その他)､世帯状況 (ひとり暮し･高齢者夫婦 ･その他),相談項目 (介護用まくデイサ
ービス ･ショー トステイ･ヘルパー派遣 ･入浴サービス ･介護方法>､介護機器 ･医療相談 ･訪問看護
･住宅相談 ･通報システム ･施設入所 ･その他).相談内容､援助の内容､最終処理､新規 ･連続 (前
回受付番号)､世帯状況 (氏名 .続柄 ･生年月E卜 職業等 ･その他).家族構成図作成スペース

@B5 (35)

3･大和市 (敬愛会在宅介護支援センタ-) 特着
① ｢大和市在宅介護相談票｣､簡略化した相談襲 (B5)
②相談E]時.形態 (来所.訪問,電話,その他)､相談著名 (性別､続柄)､住所､電話､要援護者名､

(性別,生年月日.年齢).住所､電話､相談区分 (福祉サービスの適用,保健サービスの適用,介護
確執 その他)､要介護者の状況 (ねたきり,痴呆.虚弱.狸居.ADL･身体 ･精神等の状況)､相
談内容要旨､相談担当者名､磯名､処理回答内容 (指導 ･助言.情報擾乱 行政積閲等への紹介.その
他)､特記事項等

④B4

そのはか (4.足柄市在宅介護支援センター､5.藤沢市 ケアセンター芭蕉苑)

1 4 .山 梨 県
1.横束在宅介護支援センター (甲州ケア ,ホーム)
(9｢相談受付票J
②受付年月日､受付者氏名､相談時間､相談方法 (電話､来所,その他)､本人 (氏名t生年貝臥 性別

住所,電話).相談者 (氏名,性別,続柄,紹介元.住所.電話).相談区分 (介乱 介諸福祉機器.
医嵐 施設入所.生活,住宅一家族,年金,社会制度.その他<ホームヘルパー ･訪問看諸等>).相
談内容､処理内容

③事業報告
④B5

1 5 . 長 野 県
1.枚本市在宅介護支援センター 特養
① ｢松本市在宅介諸等相談カード｣
②相讃年月日､相談方法 (訪問.来所,電話).相談員氏名､相議者 (氏名.性別,年令.住所,相談時

間,電話,相談対象者一氏名.性別.年令.同 ･別居,住所,相談対象者との関係一本人 ･妻 ･壕 ･篠
･妨 ･妹 ･友人 ･その他 ･夫 ･息子･娘 ･兄 ･弟 ･知人 ･民生委良).相談区分 (介護を受けている者
に対する相談一身休.蒋神.日常動作.施設入所,住宅,介護横等,医療,栄乱 施設利札 介護をし
ている者の相談一介話者の健康.仕事,年金,税金)､相談内等要旨.処理回答内零 (指導 ･助言,悼
報握供.他横関への栢介一行政横開く福祉事務所,市民健康謙.年金課>,行政横閑以外<保健所.社
会保険,破安,シルバ-人材センター>.その他<社協,病院.民生委員>,その他,余白)､滞積or
終7

2,大町市在宅介護支凄センター (市立大町捻合病院) 病院
① r介3支援センター業務日誌｣. ｢ソーシャルワーカー逮祐乗｣. r医療福祉相談 ･介護支援センター
遵続記録｣ (罫韻のみ)､ ｢ケースカンファレンス記鐘票｣

②介護支援センター業務日誌一受付年月El､相談内容 くく内容と相談方法=来所,電話,訪問.時間外が
表になっている>,日常介護用乱 介護用品 ･機器紹介等<日常生活相異の貸与等含む>.施設利用の
相談<短期 ･措置 .デイ利用等>,経済 ･生活関係相議.他の保健 ･福祉サービス<ヘルパー ･訪問指
導その他>,その他の相談)､合計件数､その他一般医療福祉相談件数､対応件数総数計､活動内容 (
ソーシャルワーカーと看護婦の項目あり)､ケースカンファレンス会議等の開催 ･その他

③案内文書, ｢事業実施要親｣､年間行事計画､ ｢電話対応マニュアル (事務当直者 ･主任当直者 ･自宅
対応載旦)｣､ ｢夜間 ･休日相談記録票｣

④85

3･坂田市 rアップルハイツ飯田｣在宅介護支援センター 老健
① ｢相談票｣ (2種類一夜聞及び休日用あり), ｢要援茅老人台帳｣
②相談票一受付年月臥 時間,相談方法 (電話 ･来所 ･その他),相談者氏名.続柄,連緒先.対象者

(氏名 ･性別 ･生年月日･住所<地区名>･電話).相談内容 (介護問題 .医療.疾病 ･サービスの
利用<家庭奉仕月 ･入浴 ･ショートステイ･デイサービス>･介護用晶の紹介 ･その他 ･空fP).処
理 (対応 ･連絡一月Er･どこへ一家族 ･本人.福祉事務所,社協,保健婦.その他).確認

(診パンフレット
④B5

1 6 ー 新 潟 県
1･大和町ホームケアステーション (ゆきぐに大和絵合病院内)病院
①相談受付票

②受付日時､種別 (新規,継続,再掲).被相談者名.電話､住所.相談の分類 (電話.来所,訪問)､
現在の状況 (在宅,入院中.その他).相談者氏名.年臥 住所､関係 (本^.家族.関係横臥 相談
協力且.その他),相談主旨及び内容.相談対応と事後処理,相談区分 (1-10までの数字がある一別
表で区分表があると思われる).継続の必要性 (様 ･不要 ･保留),担当者名

③ r在宅捻合相談案内｣
④B5

2･新轟市在宅介護支凄センター (有明園) 特養
① r相談票｣. r利用者台板｣､ ｢鐘過記鐘票｣
②相談票-受理日臥 時臥 受理者.受理方法 (電乱 乗取 訪問,その他),相談者 (氏名.性臥 生

年月El,年軌 住所.電乱 続柄<本人,家族.その他>)､対象者 (氏名,性臥 生年月日.年臥
住軌 電話.家族<一人暮し･老人世帯 ･同居世帯 ･その他>,身休状況<自立･準等たきり･淳たき
り･痴呆>､相談内等､対応内容､備考

③利用者台帳-本人氏名.生年月日､住所､電話.受理と終結年月日.日常生活動作 (視力 ･聴力 ･言語
･歩行 ･食事 ･排准 ･入浴 ･着脱 ･裾癌)､痴呆症状 (排爾 ･独語 .昼夜交錯 ･その他)､家族 (名前
･生年月日･続柄 ･介諸 ･同別居の有無 ･威業 ･備考).家族構成､経済状臥 生活保護､民生委臥
既往歴､主治医,身障手帳の有無).各種施策利用状況 (申請中=0､現在利用中-0.過去に利用し
た=●､短期入軌 ディサービス,小規模ディサービス.ディホーム.ディケア,ホームヘルパー.過
回入浴車,日常生活用具貸与.紙おむつの支給介護手当の支払 福祉電話の貸与,老健施乱 養護老人
ホ-ム申請中,特兼老人ホ-ム申請中,訪問看護)､困っていること

④85

そのほか (3･長岡市在宅介護支援センターわらび臥 4.新劇市在宅介護支援センターあしぬま荘)
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1 7 . 富 山 暁も
1.果都市在宅介護支援センター
(I)｢在宅介護支援センター相談記鐘｣
②相談年月日､時間､天候､対応有名､被介護者氏名､生年Fl日 (年齢)､住所､電話.相談者の続柄 (

本人.配偶者,嫁,軌 息子.その他)､方法 (来所,訪問.電話.文書).相談区分 (在宅サービス
利札 介諸相讃.介護用品.医療 ･疾病.施設･病院関係.心理的問題,経済的聞題,生活問題,その
他.相談内容､援助 ･指導内容

@B5

2.富山市 光風会在宅支援センター 特養
① ｢在宅介護支援センター相談記鐘｣ (2種珂)
②相談者氏名 (生年月日･性別 ･住所 ･電話),本人氏名 (生年月日.性別 ･住所 .電話).相談者 (本

人 ･配偶者 .嫁 ･娘 ･息子･その他).方法 (来所 .訪問 ･電話 .文書),家族の状況 (氏名 ･続柄 ･
性別 ･年令 ･麻薬 ･備考),相談区別 (在宅サービス利用 ･介護相談 ･介3用品 ･手続き代行 ･医療 ･
疾病 ･施設病院関係 ･心理的問題 ･経済 ･生活問題 ･その他).相談内容 (年月日),助言 ･指乱 担
当

③バンフレpJト
④85

そのほか (3.福光町在宅介護支援センター)

1 8 _ 石 目 l県
1.松任市 (福寿会在宅介話支援センター) 特養
① ｢相談伝票｣⇒問答手引き (介護編と制度編)の2種類のマニュアルと併用
②相談方法 (電話.面接､代行)､受付年月臥 時臥 受付者､問答手引き符合､相談者住所､対象者氏

名L同居の有無.性臥 対象者生年RE]､相談者との関係 (続柄).電話番号.続柄又姓問答手引き以
外の相談要旨

③夜間 ･El曜日用については.②と同項目に記載の仕方がついている｡
④A6

2.羽咋市 (眉丈淘在宅介護支援センター) 特養
① r在宅介護支援センター日誌｣ (訪問用に活用). ｢相談記鐘｣の併用
②相談記録に関して 受付年月日､相談者､スタッフ氏名､クライエント名､男女別､住所､相談区分 (

介護相談,介護用品,健康相乱 在宅サービス一般,ヘルパー派遣,ショー トスティ･ナ イト,二乙二王
i,デイサ-ビス,訪問入浴.配点サービス,施設入所,医療相乱 痴呆相乱 その他) ､面接 ･電話
の内容.処理､連結及依頼事項の相手先と内容

③地区別 ･各施設別の実穎表添付
④B5 (威名はケアワーカー)

3.能都町介護支援センター
① r在宅介護相談記録｣
②受付年月臥 天候､相談事項 (受付方法一面凍<訪臥 来所>.電話.依頼者 <氏名,性別.匿名,鍾
所,TEL)､相談内容.処理内容､連祐 ･依頼事項など (連絡 ･依頼先,TEL,内容)

④B5

その はか (4･珠洲市 ･内海町一長 寿園在宅介護支援センタ-.5.加賛市一加賛中央在宅介護支援セン
ター 特嵐 61高松町 一芙蓉会在宅介護支援センター 7.小松市一在宅介護支援センター
自生園 特養 ⇒ケ-スマ ネジメントのケース計画表.8.小松市一枚寿闘在宅介護支援センタ
ー 特養)

1 9 _ 手白 井 県
1.福井市 (愛全園在宅介護支援センター) 特養
① ｢老人の相談記軌 ､対象者のフェイスシー ト. ｢業者発注苫｣. r訪問ケア記軌 . rお年寄り在宅

サービスセンタ-事業状況報告書｣.愛全開在宅介諾支援センターの月別報告書2種類.r在宅介護支
援センタ-相談記お集計表

功老人の相談記録一相談年Fl口.相談者氏名 ･tF.所 ･電話.相談時間､相談方法 (でEL･来園 ･その他
)･相談内容 (施設入所･短節入所 ･ディサーLJス･ディケア･見学 ･その他).相談要旨､解答要旨
対応､者

④B5

2.朝日町 (光が丘在宅介請支援センクー) 特養
① ｢在宅介p-f支援センター和讃記録｣､ ｢利用者チャ- ト｣
②在宅介護支援センター相談記鐘一受付年月口.天候.受付時間､対応者､氏名､生年月E]､住所､電話

相談者 (氏名.続柄<本人.配偶者.嫁.娘.,官.-f>),相談方法 (電話.来所.訪問,文書)､和議
区分 (在宅サービス利札 介諸相乱 介護用品,医療 .疾病.施設 ･病院関係.心理的間蓮,経済的問
題.生活閣議,その他).相談内容､援助 ･指導内容､他の機関等への建端の有無

③利用者チャートープロフイ-ル､身体と棉神の状況
④735

そのほか (3.武生ITf一在宅介護支援センター和上苑 特養)

2 0 _ 山安 阜 県
1.恵那市 (万年青苑介護支援センタ-) 特養
① ｢相談業汚記録栗｣

②相談業務記良票一相談者氏名､住所､電話.応対者氏名､相談月u (来苑 ･自宅 ･電話 ･文書 ･その他
).相談業務内容 (具体的に)､解答内容､相談者反応 (○印⇒納得 ･保留 ･依頼要請一<依頼先,福
祉事務所 ･社協 ･福祉施設 ･病院 .民生委員 ･その他> ･不調)

④ B5

2.美濃加茂市 (みのかもし在宅介護支援センター) 特養
① ｢相談記録台帳｣. ｢和議受付カ- ド｣. ｢相談等の記鐘J (継続用)
②相談記録台帳-受付年月日 (作成年月日),氏名,性別.生年月日,住所,自治会.電話.把握方法 (

来訪相談 ･電話相談 ･送致 ･その他).保険 (老人医療 ,社保 ･国保 ･生保 ･その他),身障手帳の有
無,病名,音たきりになった時期,既往歴,生活歴.現病歴.住所付近臥 医療状況 (主治医 ･受診状
況 ･医師の指示),介護者の状況 (有無 ･続柄 ･介護時間 ･特記事項),民生委員名 (電話),保健婦
名 (電話),生活局境 (住居 ･日取 ･通風 ･便所 ･藻具),家族構成 (氏名 -続柄 ･性E(L･生年月日･
職業 ･健康状態),他機関との連携 (年月日),福祉サービス受給状況 (ショートステイ ･ディ･サー
ビス ･ホ-ムヘルプサ-ビス ･入浴サービス ･日常生活用具の給付 ･貸与 ,その他),備考/E]常生活
動作 ･身体状況評価表<チェックリストタイプ> (食事一状態 ･噛む力.排雅一大便 ･小便.洗面,入
浴,着脱衣,字をきく,淳返り,起座位保持,はって移動,歩行,言語一痴呆状態,本人の意志,失禁
じょく乱 拘縮,麻坪,視力,聴力/壌助尺度表<各項目を最高6点の点数化し､緊急度と訪問回数を
決めている>一病態 (6重症,5不安定,4安定),医学的管理 (6放置 ･不明､5部分介助､4困*
であるが自分でできる),横能訓練 (6必要だが行なっていない.5時々行なっている.4定期的に行
なっている),介話者 (6なし,5あるが問題あり,4常時ある不要),介護状況 (6介3していない
.5介詔しているが不適正.4適切な介護),介護者の健康状態 (6疾病あり.5億度破壕の危険あり
,4問題なし)⇒裁量点7 (裁量点を入れた理由).合計点数 (28-49).緊急度,次回追及予定
年月,処遇白鼠 今後の謙尭/宗談等の記鐘 (年月臥 情報区分<訪問 ･電話 ･調査等>,訪問記浸く
本人一訪問日捷 ･処遇計軌 介護乱 記入者

③ ｢相談実績｣,事業板要
④B4表裏

そのほか (3･東風平町 転生園在宅介護支援センター､4,揖斐川町在宅介護支援センター､5.池田
町在宅介護支虜センタ-､6.大垣市在宅介護支援センタ-､7.豊洋園在宅介護支援センタ
ー.81笠松町在宅介護支援センターー老健)

:2 1 . 静 岡 県

1.静岡市 (麻機関在宅介護支援センタ-) 特養
① r和讃受付票｣

②受付年月日.相談受理者､相談時臥 夜間 (午後 10-午前5)時臥 相談方法 (電話,来所,訪問,
調査,その他)･相談者 (氏名,住軌 生年月日,性別.電話)､櫓読者内訳 (家族,本^.開臨模閑
相談協力員.その他)､相談ケース (籍たきり,痴呆,一一人くらし.虚弱,その他),和議内等 (介護
方法･介護用具,在宅福祉サービス.施設入所,住宅改鼠 悩み相乱 その他).相談への対応 (介3
方法等の指乱 サービス適応調整,サービス申請代行.その他)､相談内容,ケースの状況､解苔内容
用談への対応 (在宅老人福祉サービス適用の有無及び種別)

2･浜松桁 (在宅介護支援センターFj萩荘) 特轟
の r和讃記崇票｣

②受付年rH]､舗装讃方法 (電話 ･来所 ･その他)､相談者 (氏名 ･性別 ･年齢 ･住所 ･相談対象者との
続柄)･相談対象者 (氏名 ･性別 ･性年月E]･年齢 ･住所)､用談内容､相談対象者の規況 (疾病等の
状況)･相談区分 (介護 ･対人 ･施設入所 ･健康 ･住宅 ･その他)､相談結果 (解答 ･処遇の計画等)

指
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実施状況 (在宅福祉サ-ビス<ホーム ヘルパーの派遺 ･ショー トステ ィ ･デ ィ･サービス･入 浴サ-ど
スー移動入浴 ･施設利用>､圧か) . 今後の謀茸その他

④B4

その ほ か (3 . 細江町 三方原ベテルホーム在宅介護支倭センター､4.浜松市 一空盤在宅介護支援セ
ンタ -.5.静岡市 麻横国在宅介護支援センター､6.富士市 在宅介護支援センター岩 元

魂､7.浜松市 西島繋在宅介護支援センター､8.浜松市 在宅介護支援センタ-白萩荘 ､

9.沼津市 かぬき在宅介護支援センター)

2 2 . 雪空知 県
1.稲沢市 大和の里在宅介諸支援センタ- 特養
① ｢業務E]誌｣. ｢訪問相談記軽薄｣ (個人相談記鐘様式に相当). r看護 ･介護記鋒｣. ｢在宅介護支

援センター相談日誌j
②訪問相談記録簿-記良書,氏名､生年月臥 性別､年齢.病名､初回訪問日､住所 (電話)､連絡先 (

)､相談者 (本^.配偶乱 同居家族.別居家族.相談協力臥 その他).相談方法 (電話,来所.読
問,文書.).連絡先.相談区分 (在宅福祉サービス利用<H･D･S･その他>.在等医療 ･保健サ
ービス利札 介護相談,介護用晶,医療 ･疾病,施設入所関係.老人保健施設 ･病院関係,心理的問題
鍾清的間乱 生活問題.その他),相談内容､援助 ･指導内零,処理内容

③ ｢京都市在宅介護支援センター利用のしおり｣
④B5

2.加悦町 (与謝在宅介護支援センター) 待暮
①｢用表記鐘票｣
②相談方法 (来園 ･電話 ･出張 ･文書),来園 .発信者等氏名,住所,受付年 月 臥 時乳 応接 ･受信者

氏名一件名,内容,処理 (所見),処理担当乱 処理年月E]
(診支援センターパンフレット
④B5

電話)､既往歴及び経過.一般状態､家族構成 (氏名,性別.年齢.続柄.載薫)､訪問理由.継続用 2 6 . 大 阪 J7守
のスペース (月日,氏名.1行スペースの記事.サイン)裏面まで続く

③パンフレット.業務報告書

2 3 . … 重 県
1.津市 (介諸支援センター泉南)
① ｢高齢者相談受付表｣
②対象者氏名 (性別)､生年月日 (年令)､住所､相談氏名 (按柄 ･住所 ･電話)､ADL (歩行 ･排雅

･食事 ･入浴<自力 ･一部介助 ･全介助 . >).痴呆 (記憶<垂 ･中 ･軽>.排掴<無 ･有>,睡
眠<無 ･有>,人物<可 ･不可>,興奮<無 ･有>,妄想<無 ･有>),医療積閑 (入院中 ･通院中,
身障手帳< 種 級>)､現在症.現況 (生保 ･保健婦派道 ･看護婦派遣 ･ヘルパー派遣 ･ショートス
テイ ･入浴 ･ホームケア事業 ･デイサービス･福祉電話 ･日常生活用具 ･シルバー人材 ･デイケアホー
ム･その他)､近親者 (世帯 ･氏名 .年令 ･住所 ･電話 ･岡別)､軽済状況 (本人<年金等>.介諸普
<市民税一非課税 ･均等割 ･所得割,所得税一非課税 ･課税>).支援センタ-相談内容.相談年月El
対応者.相談W,悲 (来所 ･訪問 ･電話)､相談内容 (施設入所<特養･養護 ･経費 ･有料 ･老健>入院
その他,在宅関係,痴呆関係､相談概要､岩泉 ･調整 ･方策

④ B5 (裏表)

2.四日市市 (小山田在宅介護支凄センター)
① ｢フェイスシー ト｣.経過記録 (継稜用の罫線)
②フェイスシー トー受付日,氏名.性別,生年月日 (西暦).年齢.住所,住居の種類 (持ち家 ･アバ-

ト･社宅 ･マンション･借家 .その他),電話,連絡人氏名,続柄.住所,電話,障害分類 (右片マヒ
･左片マヒ･上半身不随 ･下半身不随 ･ねたきり･痴呆 ･言語障害 ･その他),オムツの使用状況,移
動方法,主訴,湧在のサービス利用状況/今後のサービス利用状況 (入院 ･施設入所 ･施設の機能を利
用したサービス.適所サービス.訪間サービス.その他).対応方法及伝達事項,相談形態 (来所 ･電
話 ･訪問 ･その他)対応者氏名 ･窓口,経過記録

③支援センター概要
④84

そのほか (3.久居市 芹の里在宅介護支援センター､4.津市 在宅介護支溝センター青松園)

2 4 . 滋 賀 県
1.大津在宅介護支援センター (老健施設レーク･ホロニー)
① ｢介護支援センター相談台帳l (近日中に変更予定)
②相談年月日､時間､相談員名.相談方法 (訪問 ･来所 ･電話).相談内容別 (介護 ･医療 ･健康 IS全

般 ･HH･SS･Ds･入浴S･給食S･訪問看護 ･最器 ･住改 ･施設入所 ･その他)､相談者氏名.
対象者との続柄､住所.連絡先電話､要対象者 (氏名,性臥 年臥 居住状況く独居,同居一人院.他
>,住所,身体状況<歩行,食事,8日更.入浴,着脱>,保健福祉の利用状況<デイサービス.ショー
トステイ.ホームヘルパー,訪問看護>,その他).相談内容､相談対応 ･濯過.面接者の意見､処遇
方針

ヰ11-I

2 5 . 京 古rS好守
1.京都市在宅介話支援センター (京蔀老人ホーム) 特養
① ｢相談記録｣. ｢業務E]諾｣ (京都市内の支援センタ-は同じ様式を使用)
･'B相談記奴一対応El等 (受付年月日.時臥 対応者氏名)､対象者 (氏名,性臥 生年日払 年臥 住所

9

1.円貴市 (門真在宅介護支瑳センター) 特養
① r相談援助記良｣
②相談者 (氏名 ･性別 ･生年REl･年令 ･住所 ･電話).対隻者 (氏名 ･性別 ･横柄 ･生年月El･年令 ･

住所 ･電話)､相談暗聞 くAN9こ00-PM5･.00 PV51.88-Pu7こ00 Pm:08-仙拍こ081､相談方法 (電話 ･対
面)､利用区分 (老人 ･障害者)､受付区分 (通常 ･緊急 ･夜間)､相談経路 (家族<洩族>.本人,
民生委鼻,保健軌 福祉事務所.医療機関,飽)､家族状乱 相談内容 (身体介護 ･痴ほう性介護 ･福
祉サービス<デイ ･ショート･ヘルパー ･訪問入浴 ･介護危様 ･施設入所>･保健医療 ･家族関係 ･
生活 ･その他)､処遇決定=他機関との連絡 ･調整分も含む (相談のみ<電話 ･来所>･訪問対応<支
倭センター破且 ･他>･福祉サービス<デイ･ショート･ヘルパー･訪問入浴>･保健軌 看護婦訪問
対応 ･医療蔑閑への接続く内､救急車>･その他)

④85

2.松原市在宅介護支援センター (新生苑 ･松原デイケアセンター) 特養
① ｢相談サービス受付票J､ r相談サービス報告書｣
②相談サービス受付票-受付日時.相談者､担当者､住所.電話,受付方法 (電話,来所,他).受付時

間 (時間内,時間外,日祝日)､相談内容 (通常-身体介3,痴呆性老人.医療相乱 公的サ-ビス.
家族指導,その他,繋急一身休介護,痴呆性老人,医療相乱 公的サービス,その他)､主訴､必要希
望､連絡詞丑､帰結

④B5

そのはか (3.枚方市ホームケアセンター.4_八尾市ディサービスセンター､5.四条畷市 るうてる
ホーム在宅サービス供冶ステーション､6.茨木市 在宅介3支援センター静牽苑)

2 7 . 兵 庫 県
1.伊丹市在宅介護支援センタ- 老健
① ｢ディサービス相談受付表｣, ｢面接記録表｣. ｢調査記漠表J
②ディサービス相談受付表-相談年月臥 相談方法. (電話,直接.その他)､相談者所属､氏名,利用

者氏名､生年月日､年令､住所.申込者氏名､続柄､年令.同居の有無.住所 (電話).相談内容 (自
前の希望施設)､他のサービス利用 (利用*,利用希望)､食事 ･入浴 ･排滑 ･移動の状況､痴呆症状
の有無､ディサービスの情報を知りえた場所 ･方法

③調査記キ義一身体の状乱 E]常生活の伏臥 音たきり度,掃神の状況.問題行動,住環境.介諸環境.
社会資源の活用状乱 援護関係者

④B5

2.̂ 鹿町在宅介護支援センタ-
① ｢在宅介護支援センター相談受付票JI-3
②受付年月臥 曜臥 時臥 把握動機 (来所 ･電話 ･外来通院中 ･入院中 ･その他)､患者名,生年月日

患者住所､電話番号.相談者氏名､相談者住所､患者との続柄､電話番号､相談内容.対応 (指導 ･援
助)､受付者氏名､問題点.利用制度<該当一〇,申請済-済,不適応-不)身体梅吉着手頼.特別降
害者手当,介護者手当,陪青年会,特定疾患.特別養護老人ホ-ん 養話老人ホーム,短期保乱 家磨
介護人流通>､代行手続.経過記鐙 (i.5枚分)

③八鹿町在宅介護支援センター活動状況
項)B5 (3枚摺り)

そのはか (3.芦屋市 あLやホームケアセンター)

10

こ
】三
Tfr芦

rl∴
tlJ'r
.J淋
i
蒜
J
=

ヾ

p

-
,7)三
m.fiI聖
JJL,11き
い‥
t,･L+
か
.j･LlE
,7
,.6
.泳

J-
tヽこCO



2 8 _ 奈 良 県
1.当麻町 (当麻嵐在宅介護支凍センター)
くさ相談記録の様式
②連絡 (受付年月日･時間 ･TELor来訪 ･氏名 ･住所 ･稜柄 ･TEL).本人 (氏名 ･住所 .性別 ･年

令 ･TEL).家族 (氏名･住所 ･続柄 ･TEL).経過
④B5

2.生駒市在宅介護支援センター 特暮
① ｢相談サービス受付票｣
②受付E]時.相談者氏名.担当者氏名,住所､t話.相談内容 (通常-身体介乱 痴呆性老人.医療横内

公的サービス,家族枯れ その他.緊急一身体介乱 痴呆性老人.医療横開.公的サービス.その他)
主訴.必要希望､連格調隻､処理坂東

③桃李頼 (特養)パンフレット
④85

そのほか (3.広陵町-大和園在宅介護支援センター)

2 9 . 和 歌 山 県
1.和歌山市 おおさ苑在宅介護支凄センター 特兼
① ｢在宅介護相談表J､ ｢相談記鐘｣
②受付日時､相談方法 (電話.来所,その他).相談者 (性別,年齢).対象者との横柄､住所 (電話)

対象者 (性別)､生年月E](年iB).住所 (書誌)､相談内容 (介護相談,介護福祉名器 ･用品,ヘル
パー派遣,老人ホーム入所,医療 ･疾病間乱 心理的問題,住宅増改築問題,その他)､対応､緊急性
(緊急を要す,早急に対応.通常),方針､相談受付者

③ ｢みどりが丘ホーム｣のバンフレ･}ト
④85

2,岩出町在宅介護支援センター 特養
① ｢在宅介護支援センター台帳｣. r詞菅チーム連携ケース記録j
②在宅介護支援センター台帳一対象者氏名､生年月EL 住所､電話番号､繋急速樽先 (続柄,氏名,住所

電話).El常生活状況 (自立 ･一缶介助 ･全介助/歩行 ･排誰 ･食事 ･入浴 ･着替え)､良書状況､医
療 ･保健 ･福祉横閑との関連.家族の状況 (名前 ･同居 ･別居 ･年令 ･続柄 ･&業 ･鳶考)､相談 ･訪
問活動記録

③ ｢支援センター訪問 ･相談実演内訳｣
④B5表裏

そのはか (3.和歌山市 喜成会在宅介護支康センタ- 特養)

3 0 _ 烏 耳文県
1.境港市 孝明苑在宅介護支援センター 特■
① r在宅介護支援センター相談記鐘｣､ ｢在宅老人基礎票l
②在宅介護支凄センター相談記録一受付E]時.天候､対応者､対象者 (氏名.住所,生年月E],電話),

相談者 (本人,配偶者.i,娘,息子,その他).相談方法 (来所,訪問.電話,文書).相談区分 (
在宅サービス利用,介護用議.介諾用品,医療 ･疾病.施設 .病院関係,心理的間急,姪済的同署,隻
活間貴,その他).相談内容.援助 ･指導内容､処理

③在宅介護支援センターパンフレット
④B5

3 1 _ 島 根 県
1.安来市在宅介護支援センター
① ｢在宅介護相談受付粟｣. ｢相談受付台帳｣
②在宅介護相談受付票一担当者名､受付年月日･時間､形態､相談者住所 ･電話 ･氏名 ･按柄.対象者住

所 ･電話 ･氏名 .生年月日･年令.相議内容 (事項<生活問題.介護用係,津たきり ･痴呆.福祉制度
.介話用品について,住宅の増改築,福祉施設関係.その他>､要旨).対応

④B5

2_出雲市在宅介諸支援センター 特養
① r出雲市在宅介護支援センター相談カード｣. ｢出雲市在宅介護支援センターE]誌｣
②出雲市在宅介護支援センター-受付年月日､相談時間.相談者氏名､区分 (電話 ･来所 ･訪問).住所

1 1

電話､対果者氏名.年令､同居 ･BlJ居の有無､住所､相談対象者との関係 (本人 ･夫 ･妻･息子･嫁 ･
娘 ･孫 ･兄 ･姉 ･弟 ･妹･ 知人 ･民生委員 ･MSW ･ホームヘルパー ･福祉関係者 ･その他)､相讃
内容.対応 (措辞 ･助言､竹報捷供.偲i*開等への紹介､申請手続等､在宅福祉サービス.その他､処
理月臥 地境完了､申し送り事項.相談者氏名

③事業計画.事業報告
④85

そのはか (3.東出雲町在宅介護支援センター､4.瑞穂町在宅介3支援センタ--)

3 2 . 岡 山 県
1.笠岡市 天神荘在宅介護支援センター 特兼
① ｢在宅介護支援センター相談整理票J,r相談受付票｣. ｢業務日誌j
②在宅介芽支凄センター相談生理票-受付日時､受付番号､住所.氏名､連絡先 (電話).介意対象者 (

生年月日,年齢).相談項目 (特養入所,老健入所,ディサービス.ショートステイ.ホームヘルパー
入浴サービス.介護棟器 ･用品.介許 ･看護の方法,健康医療相乱 その他)､相談内容 (具体的に)
回答内容 (稚汝に)

2,倉敷市 含故老健在宅介3支題センター
① ｢在宅介護相談票｣､港続用様式
②在宅介護用譲葉一担当者名.相談方法 (電話 ･来所 ･訪問 ･訪室 ･その他)､受付日時.相談者 (続柄

氏名,性別,年令,住所 ･連絡先,電話)､対象者 (氏名,年令,性別,住所 ･適格先.電話)､かか
りつけの医療積閑の有無.相談内容 (介護相談,施設の入所,手続きの代行,介護機器 .用品,ヘルパ
ー派適.その他,ディ･サービス,入浴サービス,ショ-トスティ,医療 ･疾病).対応､次回継続の
有無 (来院 ･来所,訪問,地積闘将介,その他)

③パンフレット.介護教室予定表､業務実績
④A4

そのほか (3･大佐町 おおさ苑在宅介護支援センター,4.新見市 唐松註在宅介護支援センター.5
岡山市 岡山済生会在宅介護支擾センター一病院)

3 3 _ 広 島 県
1･広島市 (庵光の家在宅介護支援センター) 特養
①｢在宅介話支援センター相談記者｣､蓑が ｢ケース記銘表｣
②受付年月臥 本人氏名､住所.生年月日 (年令 ･電話).相談者氏名､住所､虎柄 (本人 ･配偶者 .准

･娘 ･息子 ･その他).相談経路 (来所 ･訪問 ･電話 ･招介).電話､相談区分 (センター利用,介護
相談,心理的問題.医療 ･疾病.生活問題,福祉機器,社会資源,その他),相談内容.対応 (訪臥
関係横間への連絡調整,介護機器の招介.ヘルパー派乱 ショートスティ,ディ･サービス,入浴サー
ビス.医療措置,申請書類作成捷出等,日常生活具の給付 ･貸与,その他

③85

2.尾道市在宅介3支援センター
① ｢相談記鐘葉｣

②受付E]時､担当者､相談者 (氏名,性別,年令.住所,区分<老^,介3着,その他> ),相談内容､
解答内容 (完結 ･穎戒.自己処理 ･他横開紹介)

④85

その ほか (3･甲奴町在宅介護支援センター.4.豊平町ゆりかご韮在宅介護支援センター ､ 5.広島市
瀬野川在宅介護支援センター､6.三次市在宅介諾支崖センタ-)

3 4 . 山 口 !異
1.小野田市 (おのだ在宅介諾支援センター) 特兼
① ｢相談記毎表J. ｢記号表｣､ r相談等受付処理台帳｣､ rねたきり･虚弱老人 ･等台帳｣､相談事項

の処理 (連用)状況｣､ ｢相談等月別集計表｣
②相談記卑表一受付年月日 ･時臥 相談方法 (来所 ･電話 ･訪問).対象者氏名.住所､生年月臥 電話

性臥 相談申出者氏名.住所.続柄,電話.相談者以外の介護者氏名.続柄､住所､電話､El常の状況
(臥床<常時 ･ほとんど･その他>､歩行<全介助 ･一部介助 ･自分で可 ･車椅子>､食事<全介助 ･

一部介助 ･自分で可>､排便<全介助 ･一部介助 ･自分で可>､入浴<全介助 ･一部介助 ･自分で可>
相談事項､対応.申し送り事項､受付者氏名

③記録表一介3 (看護)関係で連続して助言指導が必要なものに使用
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2.光市在宅介護支援センター
① ｢在宅介護相談票｣
②受付年月EL 受付方法､P_当者､相談者 (住所.氏名.続柄)､本人 (住所,氏名.性別,生年RE])

介護者 (住所,氏名,続柄),相談事項 (在宅介護<医療 ,痴呆 ･入浴 ･食事 ･排准 ･その他>,在宅
福祉<ショートステイ ･ホームケア ･ホームヘルプ ･ディサービス ･配食サービス .入浴サービス>
施設入所<特養 ･軽費 ･養護 ･その他>,その他).現在の状況 (生活動作,傷病名.病院名,担当意
居住環境.生計),家族構成､相談協力鼻､身体状況 (移動～言語,身長 .体重).生活 ･居住状況 (
昼間 ･夜間 -睡眠)､心身状況 (性格 ･対人関係 ･精神).病定.間監点

④B5 (表 ･蓑)

その ほか (3,下関市 老健施設コスモス在宅介護支援センター､4.下関市 みどり園在宅介護支援セ
ンタ-I5.山口市 よしき悠 々苑在宅介護支凍センター､6.宇部市 宇部あかり固在宅介
護支援センター､7.防府市 防府あかり閲在宅介護支援センター⇒ケースマネージメント請
用)

3 5 ー 徳 島 県
1.徳島市 光風会在宅介護支店センター 特養
① ｢在宅介護支援センタ-日誌J (B4の用鼓に5ケース分記載), rねたきり老人調査表｣

3 7 . 愛 媛 県

1.西条市在宅介護支援センタ
① r在宅介護相談栗｣ (改定

- ゆるぎ荘
まで3種類) r処遇 ･鐘過記録｣ (改定まで3種類)､ rEi･祝日 .夜間

在宅介護相談受付簿｣ (改定まで2種類)､ ｢口話｣ (改定まで3種類)
②在宅介護相談栗 (現在)-受付番号､受付E]時.対応署名.相談形態 (電話.来所,訪問)､対象者氏

名.性別.生年月臥 年齢.相談者氏名.性別､対象者との続柄､住所 (電話).相談者 (電話)､心
身の状況 (ADL)､家族状況 (囲)､かかりつけ医者､相談内零 (番号で指示⇒介護方法.介護機器
問い合わせ,各亀サービス利閑方法,健康,生活,住居.心配事,その他)､対応 ･経過

③処遇 ･擢過記録一継続した場合に活用すると思われる
@B5

2.新居浜市在宅介護支援センター 特養
① ｢在宅介護相譲票｣. ｢処遇記鐘｣ (継続様式). ｢在宅介護支援センター処遇台帳｣.｢日 ･祝日･

夜間在宅介護相談受付簿｣
②在宅介護相談勇一日時､相讃方法 (来園 ･電話 ･その他)､受付者.相談者 (氏名 .住所 ･電話).対

象者 (氏名 .住所 ･電話).相談内容.対応 ･経過
③在宅介護支援センターのパンフレット
@B5

②在宅介護支援センター日誌 (1ケース分)-ケースNO､零壌護老人等の状況 (氏名,住所,電話,相 3 8 ･ 高 知 県
読者,竜話),区分 (来所,訪問,電話,その他/ねたきり老人,痴ほう性老人,独居老人,高齢者世 1.大方町在宅介護支嬢センタ-
帯.そa)他),相談内容,相談区分 (介護指乱 福祉サービス.介護用品の紹介,その他).福祉サー
ビス紹介 (ホームヘルパー,入浴サービス,ショートスティ,福祉施設入所.ディサービス,高齢者適
所ホ-A.生活塙等ホーム.訪問相乱 在宅横能訓鼻,その他)､相談に対する具体的対応の内容､措
置 (ケース調査,申請手帳,利用要請,その他)､処理El⇒5ケース分の下には特記事項と区分 ･相談
区分 ･蒋祉サ-ビス紹介 ･措置の揺合件数が記載可能

④B4

2-徳島市 白寿会在宅介護支援センター 特養
① ｢支援センター日誌｣. ｢在宅訪圃日誌j ｢(介護用晶等の)借用届｣､ねたきり老人の訪問ケース調

査表､ r独居老人訴査糞1､ rR訪問日程表1､ r在宅介護支援センター活動報告書j
②支援センター日誌一月日､曜日､天候,記録者､相談内容 (電話 ･来閲 ･訪問一各件数も明記)､特記

事項
③ ｢徳島市在宅介3支演センター｣のパンフレット
⑳B5

そのはか (3.鳴門市在宅介護支援センター､4.青春福祉会在宅介護支援センター)

3 6 . 番 Jll県
1･丸亀市 珠光園在宅介茅支援センター 特葦
① ｢在宅介3支援センタ-相談記録｣､ r在宅介護支援センター訪問E]誌｣､ ｢在宅介護支援センター美

恵訊査表l
②在宅介護支援センター相談記キー相談年月El､時間､天候､対応者氏名.本人氏名,生年月日 (年齢)

付申乱 老人ホーム利用,その
人,家族,その他).相談方法

①相課記録,r相談援助記録｣ (記録用)
②相談記良一｢相談破要｣初回相談の目的.助言 ･指導の内容､相談の区分と内容 (介護相談<介護技術

痴呆>,介護積器コーディネート<介書帝器説明,介護機器紹介>,その他相談<家族関係,経済 ･生
乳 法律.鍾康,ボランティア,芸濃>.福祉サ-ビス ･相談<ホームヘルパー瀬乱 ショー トスティ
利用,ディサービス利用相談,移動入浴利円,緊急通報装置導入相談,福祉電話利札 EI常生活同異絵
付申乱 老人ホーム利用,その他日常生活支援>,医療関連相談<医療穫関に関して>)､相談者 (本

(訪問,来所,電話)､助言 ･指導の区分と内容 (助言 ･拍車,福祉サ
-ビス利用申請､介護蔑器コーディネー ト､他機関紹介､その他)､ ｢相談援助記録｣地臥 氏名､世
帯番号､生年月臥 性臥 住所,電話.家族状臥 家族構成.備考､緊急時の連播先. ｢主介護者の状
況j氏名､関係 (続柄)､住所､電話､介護者の状況 (健康状態,介護負担度)､所見 ･相談援助の処
理状況､ r医療保険の現況ト ｢身障手帳の取掛 こついて｣､ ｢E]常生活の状況J身体状況.梼神状態
｢老人の日常生活自立度｣. ｢ADLの状況｣

④B4 (表裏)

2.高知市 くつろぎの家在宅介護支援センター デイ
① r相談記毎h rケース記浄j (換検様式)､値入台帳
②相談記録一対象者氏名､相談者氏名､連絡先､相談内容.相談方法 (電 ･来 ･訪)､対応
④B5

そのはか (3.宿毛市在宅介藷支援センタ-⇒広報 ･啓発活動の記良様式もあり､4.佐賀町在宅介護支
援センタ-)

電話､相談者 (本^,配偶者,壕.軌 息子,その他).方法 (来所,訪臥 電話.文書),相談区分 3 9 - 福 l同 県
(在宅サ-ビス利用,介護相談,介護用品,医療 ･疾病,施設 ･病院関係,心理的問乱 経済的問臥

生活間乱 その他)､相談内容､凍助 ･指導内容
@B5

2.高松市 讃岐老人ホ-ム在宅介護支援センター 特養
① r在宅介護支接センター事業相談内容｣､ r支湧センター日誌J. ｢利用者状況調査畜｣, ｢在宅訪問

日誌｣

②在宅介護支凄センター事業相談内容一受付日時･曜臥 住所.相談者､続柄.対象老人 (同居 ･別居の
有無･住軌 年令･<溝たきり･痴呆 ･-一人暮し･その他>)･相談種別 (訪問 ･来園 ･電話)､相談
内容､相談結果･連用サービス (長期入所 ･シヨ- トステイ ･ホ-ムヘJレバー ･デイサービス ･その偲
･連用せず)

③パンフレット
④A6

その圧か (31湊正在宅介護支援センター･4･仲多度南部在宅介護支援センター､5.北三塁3町介護
支溝センター)

i3

I.北九州市 (伸寿苑北九州市在宅介護支援センタ-) 老優
① ｢在宅介茅支環センターケースファイル｣
②初回or何回 (前回の受付年月日).受付年月E]､時間､相談経昂 (セン

相談受託者名､破良 く看護始 ･保健婦･SW ･介護福祉士 ･PT･OT
タ一 ･電話 ･訪問 ･その他)､
･笥携 ･その他)､対象音名 (

性別).年令､住所 (電話)､相談署名 (性別)､続柄､住所 (電話)､本人の状懸 (介護者の有無<
常時有 ･日中有 .夜間有 ･介護者無 ･その他>､介護者<子 ･配偶者 ･嫁 ･兄弟 ･その他>､疾病原因
,介al期間<1カ月未済 ･3ヵ月未満 ･6ヵ月未満 ･1年未満 ･5年未満 ･5年以上>､日常勅作の状

見当 ･攻撃行為 ･自4行為 ･火の扱い ･排簡 ･不穏行為 ･不凄行為 ･失禁>､相談内容 (介af方法 ･介
護鞍器 ･住宅 ･ディサービス ･ショ- ト･ヘルパー ･入所 ･入院 ･ディケア･給食 ･入浴 ･その他)～
処理経過 (祐祉事務所等との連結など),所見

④85

2.行楕市 みやこの苑在宅介護支援センター

① r在宅介護支埋センタ-利用漂い ｢在宅介護支援センターの相談実紋ト ｢在宅訪筒日誌卜 支援セ
ンター日誌､ r在宅介謙支援センター実浄報告書｣

i4
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②在宅介讃支凍センターflJ用兼一対象者 (氏名,生年月8,年書.性j臥 住所.t話)､相談内容.■考
(現在受けているサ-ビス.群杭名.繋急速祐先.担当民生妻鼻)､相諌区分 (生活相款.心理fFl萩.

家族用鼓,介許相談.医点相談.経済相議,歳設相乱 在宅7F牡.福祉危8.その他).聖書乱 監書
年月日

③パンフレット
④35

そのはか (3.北九州市 サン･グリーンホーム在宅介ま支凍センター.4.田川市 ことふき由在宅介
護支援センター)

4 0 .佐 賀 県
1.多久市 (多久市在宅介3支凄センター) 特養
① ｢在宅介護支援センター相課カード｣
②相談臥 時乱 筆介話者氏名､性別.住所､生年月日･年齢､寸話t相談者氏名.卯係 (本人,家族.

親族.近所.その他),相談方法 (来荘.電乱 訪問.その他)､相談内容 (求-ムヘルパー.ショー
トスティ,ディ･サービス,日常生活用具給付､入浴サービス.介3用具にfqする,中fq施軌 こ印する
,介護相談,その他).相談内容､処理､受付青､処理者

③85

2.佐賀市在宅介許支凄センター桂寿苑) 特暮
①記鼻糞
②相談日､時間､相談方法 は 苑.t話,手枕,訪問)､ディサービス利用者名.相談者氏名.性臥 年

令､現住所.要介武者氏名､性臥 年令､演住所､続柄.孝介謙者の状態 (痴巣症状,主な症状)､家
族の状態､相談内容 (ホームヘルパー.ショートスティ,ディ･サービス.日常生活用具冶付.入浴サ
ービス､精神的悩み (孤独感等).介乱 医療.入所.介3用品.医東浦祉制臥 その他.支&センタ
ーへの連絡事項

③支凍センター実妹表
④85

そのほか (3.浜玉荘在宅介護支援センター､4.まつら荘在宅 介3支捷センター､5.A楢市在宅介護
支捷センター.6.北川胡町在宅介護支溝センター ､ 7.伊万里市 長生dq在宅介護支援セン
ター)

4 1 . =島 崎 県 ,
1,諌早市在宅介護支壌センター 老骨
① r相談兼ト ｢在宅介護支援センター日誌｣
②相談兼一相談受理臥 利用形態 (電話 .来所 ･文盲 ･訪問).相談対象老人 (氏名,性乱 生年月日<

年齢>.住所,t乱 医療状況<医療牧師名.主治医名,治療中の疾病>.七康等の状急く襲たきり･
痴呆 ･丘弔 ･身体杜等 ･その他>,現在利用中のサービス<デイサービス 【逮所 ･訪問].デイケア,
ショートステイ,ヘルパー,保健婦訪l乱 その他>.現在の状況<在宅 【独居 ･家族と同居 ･老夫婦世
帯】,医療切開,施設>.家族の状況 (図))､相談者 (氏名,対象者との内儀,住所.t苫).特記
事項､相談担当､ (去面)相談項目 (鼓当に○一介jI<介3-1臥 痴呆.介許息巻>,各捜サ-ビス<
ホームヘルパー.デイ･サービス 【適所 ･訪問1.デイケア.ショートステイ.耗改入所,息亡荘入所

報システム,相祉tla>.その他<身体蝕寄書手帳,住宅改乱 受診>).相談内容,処理括集 (継続
･完結)

③バンフレヮト
④85蕪兼

2.西海町在宅介護支援センター 牡協

① r相議表ト ｢在宅介諾支唾センタ-日誌｣
②相談兼一受付年月臥 時臥 用談方法 (モ話 ･来所 ･訪同 ･t息iI相).相談者 (氏名.対象青とのfq
俵,住所,4番).対隻者 (氏名,性別,生年月臥 年幹,住所.1蓄).相談内容 (身体介iI･介手
用品 ･痴呆性-%人 ･盗泉境内 ･公的サービス･その他/具休的内容).対応.絵美.特記事項

③月間計画､事業計画
④85

その圧か (3.佐世保市在宅介護支援センター)

4 2 . 熊 本 明も
1.熊本市在宅介3支凍センター蕃東園バウラスホーム 特書
① r相談受付票｣. r在宅老人援助記舟J (かなり揮い冊子)の併用
②相談受付窮では相凄方法 (訪臥 電話.来所)､記鐘者氏名､受付年月日時臥 対象者氏名.年令,坐

年REL 住所.性臥 書芸寺号､校区.相談者氏名.運搬先､本人との関係.相談内容､処理 ･対応
在宅老人並助記食 (姓碗ケースFflか)対象者氏名.受理と終決年月臥 面接を通して家族状況､群青伏
臥 ADL評価スケール､痴呆性老人の日常動作スケール.住環境のチェック表

⑳B5

2㌔ 話 芸苧f苧蓋雲量文芸表 芸苧 軸
◎相談栗一受付年月日 (時間).担当乱 氏名 (性別).生年月El(年令)､住軌 TEL､校区､相談

者氏名,本人との関係､重液先､相談内容 (生活間乱 心理的間E.家族蘭係,介護間且,医& ･疾病
間B,撞済的間取 福祉施設の利札 介護iI器の紹介 ･荷札 住宅の増改築.その他の社会安正)､処
理 ･対応

⑳在宅老人溝助記淳一援助記乱 家族状臥 敢書状乱 ねたきり老人 (日常生活の評乱 日常生活動作評
価スケール)､佳BZ格のチェック乱 痴呆性老人 (日常生活の評価,日常生活動作評価スケ-〟)､記
事 (ケース記食用)

④B5

そのほ か (3.熊本市在宅介護支援センター清雅苑⇒項目の前にロがあり､チェックできるようにしてあ
る 老健､4.熊本市在宅介諾支壌センターコスモビア 老健⇒ブルーカラーの様式.5･人
吉市在宅介3支援センター能生嵐､6.西合志町在宅介許支援センター)

4 3 . ;大:分 県
1.別府市在宅介3支援センター懇園
① r相談受付詩J. r要凄さ者台搬｣. r支凄センター業務日誌J

②相訣受付簿一受付年月日･時臥 受付音名､氏名.性別､生年月日 (年齢)､住所.緊急遵括先,家族
の状況.担当地区民生委且 (住所 ･電話)､相談内容

④B5

2.中津市在宅介護支凄センターいずみの圃 特集
① ｢相譲葉J
②相談方法 (来所 ･訪問 ･t話)､受付日時.担当者名､氏名.性 臥 生年 月 日 (年始),住所､t茸.

校区.民生委旦名.電話､相讃内容､対応/処理
③バンフレ･)ト ｢支捷センター通信｣
@B5

そのほか (3.庄内町在宅介護支援センタ一博和対.*相談内容､対応､それに対する成果も記載.4･大
野町在宅介謙支凄センター､5.大分市在宅介謙支凄センター清涜軌 6･安横町在宅介iI支
援センター東国東広域病院､7.大分市在宅介護支凄センター帯群園)

El常生活用兵,給食サービス.訪問者稚.保健始訪問.横能輯復訓J*.声かけt毒毒サービス,緊急通 4 4 _ 宮 崎 県
1.林城締 (範城市中央在宅介話支瑳センター) 病院
① ｢相談記録表｣. r業務日誌｣I ｢在宅訪問日誌｣の併用
②相談記兄貴一受付年月E)､時臥 天侯.対応者､対象者氏名､生年月日､電話番号,相談者の続柄 (本

人,配例者.軌 娘.息子,その他).相談方法 (来所.訪伺.t乱 文書)､相謹書氏名､住所.書
誌番号.相談区分 (在宅サービス利用,介藷相談,介#用品.医療 ･疾病,施設 ･病院珂係.心理的間
諸.撞帯的問見,生活間軌 その他)､用談内容,溝助 ･指事内容

③業務El誌-1Elの件数や訪問サービスの内容の窄約が主
在宅訪問El誌一m色.食事､睡眠.排滑､清拭.血圧.体乱 脈拍のチェック開

④B5

2.北斗町在宅介3支捷センター 特事
① r在宅介3相ま兼J. r兼務日誌)･rケア ･カルテjIr介護ヘルパー活動実♯表｣の併用
②在宅介3相談兼一受付青,受付年月日時臥 相談方法 (t乱 乗取 その他)･どこから (本人･家族

町授乳 町社臥 保8取 払力臥 その他)･相談者氏名･住所 ･t乱 対象者氏名 (性別 ･年令)･
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住所 ･電話､相談内容､対応 ･連括 (どこへ一本人.家族､町役場.町牡臥 保書所.笹力且.その他
RE])･調環内等､確認事項
ケア.カルテ一家族状況､各種サ-ビス状況､身体状況,訪問記舟の書成
介護ヘルパー活動実ヰ表一活動日･内容､支冶時fq･領の群成

④B5

3.延岡市中央在宅介護支援センター特暮
① ｢在宅介護支凍紀安い rケアカルテ｣, r相談及び訪問記舟｣. r業務日誌J､ r支援センタ-相禁
状況j

②ケアカルテ一家族状況 (氏名,住所.生年月日,性乱 TEL).対象区分 (ひとりぐらし老人,高点
者天敵 ねたきり老人,痴はう性老人)､同居の家族amd別居の扶♯義務者 (続柄,氏名.生年月EL
B薫.住所)､主介護者 (氏名,続柄.年令,*羊,サ集状態.介護負畢姓,介護上の開屯点)､扶養
義務者の状乱 実施されているサービスa)内容 (蒙虎事仕且泉iL,海期入所.ディ･サービス<特浴,
-般浴>.ディ･サービス訪問入浴事業.稔食サービス.痴呆性老人等為所ホーム事兼,積能固援訊耕
.訪問偉康審査,訪問保感指事,愛の訪問鼻.El常生活用兵始付等事*,あんしんt話 (緊急速報),
その他),緊急連絡先,住居までの案内図,その他関係者,身体状況 (保汝証.老人医オ受給者証),
傷病の状況 (受診状乱 iB病名.受煮状況.入退院丘),身体の状況 (拝型,視力.兼力,善悪,歩行
藤津.身障手熊)日常生活動作状況 (全般動作,炊事,食事,撮像,洗礼 入浴.着脱衣.沸推.その
他目立つ点).ねたきり老人 (ねたきりになった時期,藤井,梱格,じょくそう.動tt･息切れ,便秘
,失禁,その他.痴呆性老人 (重力行為,自4行為,火の扱い.徐B,不尽JQ暮.不汝行為.配せ辞書
その他

④84 表事

その任か (4.日向市中央在宅介護支凍センター 5.宮や市 有埼在宅介託支援センター⇒B5辞の様
式)

4 5 . 鹿 児 島 県
1.鹿児島市在宅介護支凍センター 秦山荘 特*
① r鹿児島市在宅介3支凄センター事業対象者台♯J､ r在宅訪問日誌ト r曲児島市在宅介荘支凄セン

ター活動報告書｣
②鹿児島市在宅介護支溝センタ一事秦対象者台頼一対象者 柑:所,世帯主,t議,氏名.性別,生年月日

緊急適格発く任所,<乱 氏名.対象者との援柄>,♯康良計証種類.改俊検事名,記号書号.老人藍
東証所持の有無 (寺号),身捧持害者手軽の有無 (寺号).かかりつけの医院<病良名,担当医師名,
病名,病状)､家族等の状況 (氏名,年幹,続柄,現住所.t話手号,■考)､担当民生医院 (住所,
氏名.担当地区,電話番号)､福祉サ-ビス利用状況 (蒙Jl孝仕長流jt<丑舟El,担当者名>,El常生
活用具<受理日.品名>.デイ ･サービスく萱漫日,利用日>,af装具<受理日,品名>,入浴者派jt
<萱や日.漁連日>.その他)

③パンフレット
④B5表書

2.鹿屋市 在宅介護支漢センター鹿屋長寿層
① ｢兼題市在宅介諌支凄センター草葉対象台横j.r在宅訪問E]誌JIr在宅介3支援センター日誌｣､

r格五分辞意l
②鹿屋市在宅介護支凄センタ一事兼対象台板一対象者 (住所.世帯氏名,t乱 氏名.性乱 生年月日,

繋急速枯先<住所 ･書誌 ･氏名 ･対象者との続柄>､億J*保Fk証種類,老僕汝着､正号 ･寺号､老人直
東証所持の有無 ･番号.身体鞍害者手軽の有兼 ･番号､かかりつけの病院<角張名,担当医師名.病名
.病状>)､家族等の状況 (氏名 ･年幹 ･親柄 ･現住所 ･t苗番号･書考).担当民生垂且 (住所氏名
担当地区電話番号)､福祉サービス利用状況 (家た奉仕且派jt.日常生活用具.デイ･サービス,補葬
具,入浴鮭漁港,その他).俄考 (85分)

@B4

その圧か (3.国分市在宅介謙支凄センター)

46 .沖 縄
1,沖t長寿センター捜鞘苑在宅介護支壌センター 特事
① ｢租薮受付食｣､r相談姓逮舟j
②相談受付舟一相談日､時Fdl､相談方法 (来所.書誌.訪問,招介.見学.その他).相談者氏名.性別

住所､適格先.挽柄 (本人.介古着,同居家族.別居家族.福祉内孫着,その他).年kJl(年代別)

17

要介話者氏名､惟臥 年令､住所 ･遵格先.その他)､相談内容 (給食サービス.入浴サ-ビス,ノ＼ン
ディキャブ,ナイトケア,ディ･サービス.ショートスティ,ホームヘルパー,El常生活用鼻給付事業
頚社宅乱 緊急速報システム,稚能国復訓推,訪問着乱 老人病鼠 老人ホーム大乱 老人傑書兼乱
在宅介護支凄センター問い合わせ,生后保乱 経済問題,介卦 こついて,福祉a曇,その他).鼓要､
対応 (氏名)､処理状況

③相談催遺魚はフェースシート的 (身休状況､家族状況､福祉サービス､家族gt成､住宅略図､生活愚)
④85

2.耕ポ市在宅介謙支凍センター 特兼
① ｢壌肋記舟｣Ir在宅介舌支凄センターE]誌1
②溝助妃藤-インテーク稚内､相読経臥 相談掃始年月臥 氏名､生年月日 (年始).住所.宅話.来訪

者 (t議)､果急連絡先 (t誌)､相談内零項目 (医簾疾病開乱 生活取乱 家族雨足,家族のせ点間
&.福祉横臥 在宅制度の利用<ショートステイ･ホームヘルパー派iL･デイサービス ･日常生活用具
給付>,介3閏月<食事 ･排碓 ･洗面洗&入浴 ･衣類津具の交換 ･体位交換 .じJ:くそう手当･横地回
復訓♯ ･痴呆の対応 ･その他>,他8L粥への斡旋<保催所 ･福祉事務所 ･偲合相談センター ･その他>
施設入所<老人ホーム･有料老人ホーム･病院 ･老人保億施設 ･その他>).経済状況 (年急 生乳
その他)､家族練成.生活歴<相談内容>

⑳ ｢おもと園Jバンフレ･Jト
⑳D5

4 7 . 不 明
l･① r相談兼｣.r支携センター相談者台頼｣
②相議受付乱 を理番号.相議者氏名､性臥 続柄､住所.t話､対象者氏名､性臥 横柄､生年月臥

住所,t話.世辞区分 (独居.老人世帯.その他の世帯).身体状況､相談内容､処理状臥 相談形藩
(G ,乗取 訪問,飽一本^.家族,他)､相談区分(介3,介3枚苛,祐祉サービス,その他).

処理状況 (指斗 ･助言,利用申耕,介許枚藩紹介.他横取等潔介.その他).連姑 ･aIを
③ケース処理報告書や在宅介護支援センタ-活動状況報告書
④B5 (相課内牢が推挽する4台の用叔あり)

そのほか (2件,没書準dB中-1件)
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